
は
じ
め
に

本
稿
は
、
足
利
義
持
期
に
お
け
る
幕
府
主
催
の
祈
禱
（
以
下
「
武
家
祈
禱
」
と

呼
ぶ
）
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
中
で
の
三
宝
院
満
済
の
役
割

を
再
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

室
町
期
の
武
家
祈
禱
研
究
は
、
当
初
は
公
武
関
係
論
の
文
脈
で
扱
わ
れ
て
き
た

が
、
近
年
で
は
室
町
幕
府
の
宗
教
政
策
と
い
う
視
点
か
ら
見
直
し
が
進
め
ら
れ
て

い
る
。
そ
う
し
た
研
究
で
は
、
密
教
祈
禱
を
勤
修
す
る
顕
密
寺
院
の
中
で
も
、
特

に
門
跡
（
１
）が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
幕
府
が
門
跡
を
武
家
祈
禱
に
編
成
す
る
過
程
が
議

論
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
大
田
壮
一
郎
氏
は
、
南
北
朝
期
・
室
町
期
に
お
け
る
武
家
祈
禱
の
自

律
的
な
発
展
過
程
を
論
じ
た
。
そ
し
て
室
町
期
の
武
家
祈
禱
を
担
っ
た
門
跡
を
、

�
将
軍
護
持
祈
禱
に
携
わ
る
武
家
護
持
僧
と
、
�
仁
和
寺
御
室
や
青
蓮
院
な
ど
の

諸
門
跡
に
整
理
し
た
上
で
、
室
町
期
の
武
家
祈
禱
体
制
は
、
武
家
護
持
僧
に
よ
る

祈
禱
と
諸
門
跡
に
よ
る
祈
禱
の
二
重
構
造
を
基
調
と
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
２
）。

さ
て
筆
者
は
以
前
、
南
北
朝
期
・
義
満
期
を
検
討
時
期
に
設
定
し
、
幕
府
が
京

都
の
門
跡
を
武
家
護
持
僧
と
諸
門
跡
と
い
う
二
つ
の
枠
組
み
に
編
成
し
た
武
家
祈

禱
体
制
を
構
築
す
る
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
（
３
）。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
義
満
に
続
く

義
持
期
の
武
家
祈
禱
を
取
り
上
げ
る
。
特
に
義
満
期
に
確
立
し
た
武
家
祈
禱
体
制

が
、
義
持
期
に
は
ど
の
よ
う
に
変
容
し
た
の
か
に
注
目
し
て
み
た
い
。

義
持
期
の
武
家
祈
禱
に
つ
い
て
は
、
醍
醐
寺
三
宝
院
満
済
の
日
記
『
満
済
准
后

日
記
』（
以
下
『
満
済
』
と
略
記
す
る
）
か
ら
実
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、

様
々
な
論
考
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
村
尾
元
忠
氏
は
、
義
持
の
祈
禱
や
寺
社

参
詣
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
祈
禱
奉
行
の
役
割
を
持
つ
者
を
検
出
し
た
（
４
）。
つ
い

で
片
山
伸
氏
・
上
野
進
氏
は
、
義
持
期
の
武
家
祈
禱
を
素
材
と
し
て
三
宝
院
満
済

の
役
割
を
検
討
し
た
（
５
）。
そ
し
て
森
茂
暁
氏
は
、
義
持
期
・
義
教
期
に
お
け
る
五
壇

法
と
武
家
護
持
僧
と
の
関
係
を
論
じ
て
い
る
（
６
）。

さ
ら
に
近
年
で
は
、
大
田
氏
が
義
持
政
権
の
宗
教
政
策
を
論
じ
る
視
点
か
ら
、

義
持
期
武
家
祈
禱
の
性
格
と
そ
の
変
容
過
程
を
詳
細
に
明
ら
か
に
し
た
（
７
）。
ま
た
高

足
利
義
持
期
の
武
家
祈
禱
と
三
宝
院
満
済

林
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鳥
廉
氏
は
、
義
持
・
義
教
期
の
臨
時
祈
禱
か
ら
公
武
関
係
を
再
検
討
し
て
い
る
（
８
）。

こ
う
し
た
先
行
研
究
に
対
し
て
、
本
稿
で
は
以
下
の
二
つ
の
課
題
を
提
示
し
た

い
。一

点
目
は
、
義
持
期
武
家
祈
禱
の
構
造
的
把
握
が
不
十
分
な
こ
と
で
あ
る
。
大

田
氏
は
、
応
永
六
年
（
一
三
九
九
）
の
義
満
の
北
山
第
移
転
後
に
行
わ
れ
た
北
山

第
祈
禱
が
、
北
山
第
で
行
わ
れ
る
北
山
第
大
法
と
、
各
阿
闍
梨
の
住
坊
な
ど
を
壇

所
と
す
る
廻
祈
禱
、
寺
家
で
行
わ
れ
る
廻
護
摩
と
い
う
重
層
的
な
構
造
を
と
っ
た

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
（
９
）。
同
氏
の
指
摘
は
、
祈
禱
の
行
わ
れ
た
場
所
を
基
準
と
す

る
こ
と
で
、
北
山
第
祈
禱
の
構
造
を
示
し
た
重
要
な
議
論
と
い
え
る
。

一
方
で
義
持
期
の
武
家
祈
禱
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ
う
し
た
視
角
か
ら
の
検
討
は

ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
村
尾
氏
は
、
武
家
祈
禱
の
全
体
像
を
示

し
た
が
事
例
の
提
示
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
森
氏
の
議
論
も
五
壇
法
と
武
家
護
持

僧
に
論
点
を
絞
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
大
田
氏
は
、
諸
門
跡
祈
禱
と
護
持
僧
祈

禱
が
並
行
的
に
配
置
さ
れ
た
と
論
じ
る
が
、
義
満
期
の
北
山
第
祈
禱
と
の
継
承
関

係
に
不
明
確
な
点
が
残
る
（
１０
）。
義
持
期
武
家
祈
禱
を
適
切
に
理
解
す
る
に
は
、
義
持

期
全
体
を
通
し
た
事
例
収
集
か
ら
改
め
て
そ
の
特
徴
を
抽
出
す
る
必
要
が
あ
る
。

二
点
目
は
、
義
持
期
武
家
祈
禱
に
お
け
る
三
宝
院
満
済
の
位
置
付
け
で
あ
る
。

前
稿
に
て
筆
者
は
、
南
北
朝
期
・
義
満
期
に
お
け
る
三
宝
院
の
役
割
を
考
察
し

た
。
そ
の
要
点
を
ま
と
め
る
と
、
南
北
朝
期
の
武
家
祈
禱
で
は
、
幕
府
奉
行
人
の

勤
め
る
祈
禱
奉
行
が
供
料
（
祈
禱
に
伴
う
経
費
）
の
下
行
な
ど
の
実
務
を
行
っ
た

の
に
対
し
、
三
宝
院
は
幕
府
と
門
跡
と
の
間
に
介
在
す
る
内
々
の
祈
禱
奉
行
と
い

う
べ
き
役
割
を
持
っ
た
。
し
か
し
義
満
期
の
永
徳
・
至
徳
年
間
を
境
と
し
て
、
幕

府
奉
行
人
・
三
宝
院
の
祈
禱
奉
行
と
し
て
の
活
動
は
消
失
し
、
室
町
殿
家
司
・
家

礼
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
方
で
義
持
期
に
は
、
三
宝
院
満
済
が
武
家
祈
禱
の
統
括
者
と
し
て
活
動
し
た

と
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
片
山
氏
・
上
野
氏
は
、
義
持
期
の
三
宝
院
が
東
寺
・
山

門
・
寺
門
の
三
門
徒
に
対
す
る
武
家
祈
禱
の
庶
務
上
の
指
揮
を
行
い
、
武
家
護
持

僧
を
統
括
す
る
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
示
し
た
（
１１
）。
大
田
氏
も
、
三
宝
院
は
義
満

の
北
山
殿
時
代
に
武
家
祈
禱
の
統
括
者
と
し
て
の
地
位
を
失
っ
た
が
、
義
持
期
に

は
改
め
て
「
武
家
祈
禱
体
制
を
管
掌
」
し
た
と
論
じ
る
（
１２
）。
そ
の
た
め
義
満
期
に
室

町
殿
家
司
・
家
礼
へ
と
移
管
さ
れ
た
祈
禱
奉
行
の
地
位
が
、
三
宝
院
に
戻
さ
れ
た

理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
。
加
え
て
義
持
期
に
は
、
義
持
の
近

習
が
武
家
祈
禱
に
関
与
し
た
と
い
う
指
摘
（
１３
）が
あ
る
が
、
三
宝
院
と
の
役
割
の
相
違

は
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
。

右
に
示
し
た
課
題
を
論
じ
る
た
め
、
本
稿
で
は
ま
ず
義
持
期
武
家
祈
禱
を
、
祈

禱
の
行
わ
れ
る
場
所
を
基
準
と
し
て
整
理
す
る
。
そ
の
上
で
義
持
期
武
家
祈
禱
の

特
徴
と
祈
禱
を
支
え
た
人
的
基
盤
に
つ
い
て
、
義
満
期
と
の
相
違
に
注
意
し
つ
つ

再
検
討
し
た
い
。

次
に
義
持
期
武
家
祈
禱
に
お
け
る
三
宝
院
満
済
と
室
町
殿
近
習
の
役
割
を
そ
れ

ぞ
れ
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
義
持
期
の
満
済
の
南
北
朝
期
の
三
宝
院
と
の
連
続

性
や
、
室
町
殿
近
習
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
さ
ら
に
祈
禱
奉
行
の
役
割

が
改
め
て
三
宝
院
満
済
に
与
え
ら
れ
た
理
由
を
、
義
持
期
武
家
祈
禱
の
特
徴
と
結

び
付
け
て
考
察
し
た
い
。

第
一
章

義
持
期
武
家
祈
禱
の
構
造
と
展
開

第
一
節

武
家
第
修
法

本
章
で
は
、
義
持
期
の
武
家
祈
禱
を
祈
禱
の
行
わ
れ
た
場
所
に
基
づ
い
て
分
類

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
に
つ
い
て
義
満
期
と
の
相
違
を
踏
ま
え
な
が
ら
明
ら
か
に
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す
る
。
そ
の
前
提
と
し
て
応
永
六
年
以
降
に
義
満
が
開
催
し
た
北
山
第
祈
禱
の
構

造
を
整
理
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

北
山
第
祈
禱
の
う
ち
、
こ
こ
で
は
門
跡
に
よ
っ
て
勤
修
さ
れ
た
北
山
第
大
法
と

廻
祈
禱
を
取
り
上
げ
る
（
１４
）。
北
山
第
大
法
と
は
、
北
山
第
で
格
の
高
い
修
法
で
あ
る

大
法
を
毎
月
実
施
す
る
も
の
で
、
阿
闍
梨
は
義
満
側
近
の
青
蓮
院
尊
道
と
聖
護
院

道
意
が
交
互
に
勤
め
て
お
り
、
尊
道
の
没
後
は
道
意
が
毎
月
担
当
し
た
。
一
方
で

廻
祈
禱
と
は
、
山
門
・
寺
門
・
東
密
の
三
流
の
門
跡
が
自
身
の
住
坊
や
神
社
の
社

頭
を
壇
所
と
し
て
、
二
ヶ
月
交
代
で
小
法
や
護
摩
を
勤
修
す
る
も
の
で
あ
り
、
諸

門
跡
全
体
を
動
員
し
て
行
わ
れ
た
。

し
か
し
義
持
は
、
家
督
を
継
承
す
る
と
、
北
山
第
祈
禱
を
廃
止
し
、
祈
禱
規
模

を
縮
小
し
た
と
さ
れ
て
い
る
（
１５
）。
も
っ
と
も
北
山
第
大
法
・
廻
祈
禱
が
ど
の
よ
う
に

変
更
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
具
体
的
な
検
証
は
存
在
し
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
義
持

期
武
家
祈
禱
の
実
施
形
態
を
考
察
す
る
。

【
史
料
１
】『
満
済
准
后
日
記
』
応
永
二
十
一
年
閏
七
月
二
十
六
日
条
（
１６
）

（
満
成
）

天
晴
、
為
二

富
樫
大
輔
奉
行
一、
自
二

来
三
日
一

於
二

殿
中
一

愛
染
准
大
法
可
二

勤
修
一

由
被
レ

仰
、
二
星
合
御
祈
云
々
、
并
護
持
僧
中
各
於
二

本
坊
一

一
壇
可
レ

被
二

勤
修
一

（
道
意
）

之
由
、
可
二

相
触
一

由
承
候
、
仍
其
趣
聖
護
院
以
下
触
二

申
護
持
僧
中
一

了
、

【
史
料
１
】
に
お
い
て
義
持
は
、
三
宝
院
満
済
に
「
二
星
合
」
と
い
う
天
変
に

対
す
る
祈
禱
実
施
を
命
令
し
て
い
る
。
そ
の
命
令
の
内
容
は
、
満
済
自
身
が
三
条

坊
門
第
で
愛
染
准
大
法
を
勤
修
す
る
こ
と
と
、
武
家
護
持
僧
の
各
人
に
対
し
て
本

坊
で
の
祈
禱
を
行
う
よ
う
に
指
示
を
伝
え
る
こ
と
の
二
つ
で
あ
る
。
命
令
を
受
け

た
満
済
は
、
武
家
護
持
僧
に
対
し
て
義
持
の
命
令
を
伝
達
し
て
い
る
。

義
持
期
の
武
家
祈
禱
で
は
、
こ
の
よ
う
に
室
町
殿
の
居
宅
に
お
い
て
祈
禱
が
勤

修
さ
れ
る
の
と
並
行
し
て
、
武
家
護
持
僧
や
そ
れ
以
外
の
僧
侶
に
、
自
身
の
住
坊

で
一
斉
に
護
摩
・
供
を
実
施
さ
せ
る
事
例
が
多
く
確
認
さ
れ
る
。

ま
た
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
室
町
殿
居
宅
に
お
け
る
祈
禱
と
、
複
数
の
門
跡

で
一
斉
に
行
わ
れ
る
祈
禱
と
い
う
二
つ
の
類
型
は
、
祈
禱
の
行
わ
れ
る
場
所
を
基

準
に
す
る
と
、
義
満
期
の
北
山
第
大
法
・
廻
祈
禱
と
対
応
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

こ
で
本
稿
で
は
、
室
町
殿
の
居
宅
に
お
け
る
祈
禱
を
「
武
家
第
修
法
」、
僧
侶
住

坊
で
一
斉
に
行
わ
れ
た
祈
禱
を
「
本
坊
祈
禱
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
し
て
、
こ
の
二
つ

の
類
型
を
も
と
に
、
義
持
期
武
家
祈
禱
の
性
格
と
武
家
祈
禱
に
参
加
し
た
門
跡
の

特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
義
持
期
に
お
け
る
武
家
第
修
法
の
性
格
か
ら
考
察
す
る
（
１７
）。

は
じ
め
に
義
持
の
居
宅
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く
と
、
義
満
が
没
し
て
一
ヶ
月

後
の
応
永
十
五
年
六
月
、
義
持
は
そ
の
居
所
だ
っ
た
北
山
第
に
入
り
、「
北
山

殿
」
の
称
号
を
継
承
し
た
。
つ
い
で
同
十
六
年
十
二
月
に
は
三
条
坊
門
第
に
居
所

を
移
し
て
お
り
、
以
後
「
室
町
殿
」
と
称
す
る
よ
う
に
な
る
（
１８
）。
つ
ま
り
義
持
期
の

武
家
第
修
法
と
は
、
北
山
第
を
居
宅
と
し
た
初
期
を
除
い
て
、
三
条
坊
門
第
で
行

わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
義
持
期
の
武
家
第
修
法
に
つ
い
て
、
史
料
上
所

見
の
あ
る
事
例
を
一
覧
に
ま
と
め
た
も
の
が
【
表
１
】
で
あ
る
。

【
表
１
】
に
よ
れ
ば
、
義
持
期
の
武
家
第
修
法
に
は
、
毎
年
恒
例
開
催
の
も
の

が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
応
永
六
年
以
降
、
北
山
第
で
毎
月

実
施
さ
れ
て
い
た
北
山
第
大
法
は
、
義
満
死
去
の
直
後
に
は
確
認
さ
れ
る
も
の
の
、

応
永
十
六
年
中
に
は
み
ら
れ
な
く
な
る
。
そ
し
て
義
満
期
に
は
康
暦
二
年
（
一
三

八
〇
）
以
降
、
毎
年
六
月
に
恒
例
五
壇
法
が
設
定
さ
れ
て
い
た
が
、
義
持
は
こ
れ

を
継
承
し
て
い
な
い
。
加
え
て
大
田
氏
は
、
義
持
期
の
恒
例
祈
禱
で
は
大
法
の
格

下
の
「
准
大
法
」
が
も
っ
ぱ
ら
用
い
ら
れ
、
回
数
も
毎
月
開
催
か
ら
四
季
開
催
に

な
っ
た
と
指
摘
す
る
（
１９
）。
し
か
し
【
表
１
】
に
よ
る
限
り
、
義
持
期
に
は
四
季
恒
例

の
准
大
法
が
実
施
さ
れ
た
と
は
み
な
し
が
た
い
。

一
方
で
応
永
二
十
年
〜
二
十
六
年
の
間
、
毎
年
ほ
ぼ
二
月
に
聖
護
院
道
意
が
大

3



【表１】義持期の武家第修法
出典

『教言』同日条
『教言』同日条
『教言』同日条
「五大成」、『教言』同
日条
『教言』同日条
「五大成」
『教言』同日条
「五大成」
『教言』同日条
『東寺王代記』
『教言』同日条
『教言』同日条
『教言』同日条

『康富』同日条
『康富』同日条
『康富』同日条

供料

２千疋

供料なし

３千疋

伴僧

１０口
１０口

１０口

１２口

１６口
１０口

１０口
１０口
８口

１０口
１０口

１１口

８口

６口
８口
６口
６口
６口

目的

地震

天下安泰祈禱カ

二星合
義持違例

義持の三条坊門第移徙

恒例カ
二星合
恒例カ

恒例カ
義持側室違例

恒例カ
恒例カ
諸社怪異

異国調伏カ

多田院焼失御祈
持弁の修法始
義持病気
義持病気
義持病気

大覚寺義昭修法始

御台御不例

地蔵院持円修法始

護持僧補任後修法始
竹内良什修法始
義量の御邪気
義量のため

阿闍梨
聖護院道意

聖護院道意

聖護院道意

聖護院道意

地蔵院聖快

聖護院道意
三宝院満済
聖護院道意
三宝院満済
聖護院道意
三宝院満済
聖護院道意
聖護院道意
聖護院道意
聖護院道意
聖護院道意
聖護院道意
聖護院道意
聖護院道意
青蓮院義円
聖護院道意
聖護院道意
三宝院満済
妙法院尭仁
浄土寺持弁
岡崎桓教
青蓮院義円
岡崎桓教
報恩院隆源
大覚寺義昭
三宝院満済

三宝院満済
三宝院満済
岡崎桓教
地蔵院持円
岡崎桓教
檀那院相厳
花頂定助
竹内良什
三宝院満済
三宝院満済
花頂定助

格

大

准
准
准
准
准

准

准
准

准

准

准

小

小
小

小

尊法
不動法

五壇法

五壇法
大般若法
五壇法

鎮宅法

不動法
愛染法
愛染法
不動法
不動法
愛染法
大般若法
五壇法
不動法
五壇法
五壇法
不動法
不動法
五壇法
如法尊勝法
不動法
五壇法
不動法
中薬師法
仏眼法
五壇法
如法仏眼法
七仏薬師法
仁王講（経）法
五大虚空蔵法
仏眼法
五壇法
不動法
仏眼法
五壇法
一字金輪法
五壇法
不動法
不動法
北斗法
六字法
不動法
五壇法

年月日
応永１５年６／２６～７／４
応永１５年１１／２～９
応永１５年１１／１０～

応永１５年１１／２５～３０

応永１６年１／２３～２８
応永１６年２／２１～２８
応永１６年３／１６～
応永１６年閏３／２０～２７
応永１６年４／２～
応永１６年１０／１７～２３
応永１６年１２／１４～
応永１７年３／１５～
応永２０年２／１６～２２
応永２０年４／２５～５／２
応永２０年９／１２～１８
応永２０年１２／２５～２９
応永２１年２／１６～２２
応永２１年８／３～１０
応永２２年２／１０～１６
応永２２年８／１３～１９
応永２３年２／１９～２５
応永２３年５／２０～２７
応永２３年１２／１４～２０
応永２４年２／１９～
応永２５年２／９～１８
応永２５年８／１７～２４
応永２５年９／１７～２４
応永２６年６／２１～
応永２６年８／２８～
応永２７年５／２４～
応永２７年８／１１～１７
応永２７年８／２２～
応永２７年９／１０～１６
応永２７年９／２８～
応永２７年１０／２３～１１／１
応永２７年１１／２～
応永２８年２／１８～２７
応永２８年３／１０～１６
応永２８年８／１８～
応永２８年１１／２４～１２／５
応永２９年２／２２～２８
応永２９年３／１６～２２
応永２９年７／２３～２９
応永２９年１２／２１～２９
応永３０年９／４～
応永３１年３／２１～２７
応永３１年４／１６～２２
応永３１年５／３～１０
応永３１年８／２３～２９
応永３１年９／１６～２４

×

×

×
×

×

○

○
×
○

○
×

○
○
×

×

×
※
×
×
×

※

×

※

※
※
×
×
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法
・
准
大
法
の
格
式
で
不
動
法
を
行
っ
て
い
る
（
た
だ
し
応
永
二
十
二
年
の
み
大

般
若
法
）。
史
料
上
明
確
な
根
拠
は
な
い
が
、
修
法
の
阿
闍
梨
と
尊
法
が
共
通
す

る
こ
と
か
ら
、
道
意
に
よ
る
二
月
の
武
家
第
修
法
は
、
お
そ
ら
く
恒
例
修
法
と
し

て
設
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
応
永
二
十
七
年
二
月
、
宝
幢
寺
供

養
へ
の
持
幡
童
の
参
加
に
つ
い
て
問
題
が
発
生
し
た
こ
と
で
、
道
意
は
義
持
の
怒

り
を
買
い
、
武
家
護
持
僧
を
解
任
さ
れ
て
し
ま
う
（
２０
）。
さ
ら
に
道
意
は
同
年
以
降
、

武
家
第
修
法
か
ら
も
排
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
道
意
の
失
脚
を
境
と
し
て
、
義
持

期
に
は
恒
例
開
催
の
武
家
第
修
法
は
消
失
す
る
。

武
家
第
で
の
恒
例
祈
禱
と
し
て
は
、
武
家
護
持
僧
に
よ
る
月
次
壇
所
祈
禱
も
存

在
す
る
。
月
次
壇
所
祈
禱
と
は
、
武
家
護
持
僧
が
武
家
第
の
壇
所
に
お
い
て
、
月

交
代
で
室
町
殿
の
身
体
護
持
の
祈
禱
を
行
う
も
の
で
あ
る
（
２１
）。
し
か
し
義
持
期
に
武

家
護
持
僧
を
勤
め
た
三
宝
院
満
済
は
、
応
永
二
十
六
年
〜
三
十
五
年
の
間
、
月
次

壇
所
祈
禱
を
醍
醐
寺
金
剛
輪
院
で
勤
修
し
て
い
る
（
２２
）。
満
済
が
武
家
第
で
壇
所
祈
禱

を
行
わ
な
か
っ
た
理
由
は
判
然
と
し
な
い
が
、
応
永
三
十
三
年
に
義
持
と
満
済
の

間
で
、
月
次
壇
所
の
新
規
建
造
が
話
し
合
わ
れ
て
い
る
（
２３
）こ
と
か
ら
、
何
ら
か
の
事

情
に
よ
り
武
家
第
内
で
実
施
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
武
家
第

壇
所
の
新
造
は
、
義
持
の
存
命
中
に
は
完
了
す
る
こ
と
な
く
、
二
年
後
に
あ
た
る

義
教
期
の
正
長
元
年
（
一
四
二
八
）
六
月
に
持
ち
越
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
義

持
は
、
月
次
壇
所
祈
禱
す
ら
も
武
家
第
で
の
勤
修
を
重
視
し
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

一
方
で
武
家
第
修
法
の
中
で
目
立
つ
の
は
、
変
異
や
室
町
殿
の
病
気
に
際
し
て

行
わ
れ
た
臨
時
祈
禱
で
あ
る
。
義
持
期
の
臨
時
祈
禱
で
は
、
義
満
期
に
多
用
さ
れ

た
大
法
と
比
べ
て
小
規
模
な
准
大
法
や
小
法
が
多
く
選
ば
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
こ

う
し
た
小
規
模
な
修
法
を
選
択
す
る
傾
向
は
、
御
台
日
野
栄
子
や
息
子
の
義
量
が

病
気
と
な
っ
た
場
合
で
も
同
様
で
あ
る
。
た
と
え
ば
応
永
三
十
二
年
二
月
に
行
わ

れ
た
義
量
の
病
気
平
癒
の
祈
禱
で
は
、
不
動
小
法
や
五
壇
法
と
い
う
中
小
規
模
の

『看聞』同日条

『看聞』同日条

（注記）
・義持期（応永１５年６月～応永３５年１／１８）における義持邸宅の三条坊門第（ただし応永１６年１２月まで北山第）で行われた修
法の所見をまとめたもの。
・武家第修法のうち、恒例祈禱とみられるものは○、臨時祈禱は×、僧侶の修法始は※で表記している。
・五壇法は中壇を阿闍梨欄に記載。脇壇以下は【表２】を参照。
・出典について、『満済准后日記』の該当日条を出典とする場合は記述を省略している。また出典が複数ある場合もあるが、
『満済』から判明することと相違なければ省略した。
・修法の格は、「大」＝大法、「准」＝准大法、「小」＝小法を指し、史料上明記されているもののみ記載した。祈禱の日程、
目的、尊法、伴僧の人数、供料についても同様である。

２千疋

２万疋

２千疋

一向私力
２千疋
下行なし
２万疋

５千疋

３千疋

８口

１０口

１０口
８口

８口

６口
６口

１０口

義量の不予御祈
義量不予御祈
義量不例御祈

「天下怪異御祈禱」

宝池院義賢修法始
勧修寺興胤修法始
「当年御祈始」
変異御祈カ

義持の病気平癒祈願
義持の病気平癒祈願

梶井義承修法始

為播州凶徒御退治
義持病気

三宝院満済
花頂定助
如意寺満意
三宝院満済

三宝院満済
宝池院義賢
勧修寺興胤
三宝院満済
花頂定助
大覚寺義昭
大覚寺義昭
青蓮院義円
三宝院満済
花頂定助
梶井義承
三宝院満済
花頂定助
三宝院満済

小

准
大

准
小

小

小
大

准
准

小

不動法
五壇法
不動延命法
仁王経法
五壇法
愛染法
北斗法

不動法
五壇法
北斗法
仏眼法
尊勝法
仁王経法
五壇法
仏眼法
愛染法
五壇法
不動法

応永３２年２／１０～１８
応永３２年２／１８～２５
応永３２年２／２５～２７
応永３２年３／２１～２９
応永３２年７／２２～８／１
応永３２年８／２２～２８
応永３２年１０／１４～２１
応永３２年９／２９～
応永３３年４／３～１０
応永３３年１０／７～
応永３４年２／４～１３
応永３４年２／２１～
応永３４年３／２～
応永３４年３／１４～２３
応永３４年６／１４～２１
応永３４年６／２１～
応永３４年８／２１～２８
応永３４年１１／２１～２７
応永３５年１／１６～

×
×
×

×

※
※

×

×
×

※

×
×
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祈
禱
が
な
さ
れ
て
お
り
、
義
量
死
去
直
前
に
な
っ
て
不
動
延
命

法
（
准
大
法
）
を
行
う
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

た
だ
し
義
持
自
身
が
重
病
を
患
っ
た
場
合
に
は
、
大
法
も
含

め
て
様
々
な
祈
禱
が
行
わ
れ
て
い
る
。
応
永
二
十
七
年
九
月
の

義
持
重
病
時
に
は
、
五
壇
法
だ
け
で
な
く
、
如
法
仏
眼
法
（
准

大
法
）
や
七
仏
薬
師
法
（
大
法
）
も
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
武
家

第
修
法
だ
け
で
な
く
、
北
野
社
や
石
清
水
八
幡
宮
の
社
頭
、
聖

護
院
門
跡
に
お
い
て
も
修
法
が
行
わ
れ
て
お
り
、
か
な
り
大
規

模
な
祈
禱
が
実
施
さ
れ
て
い
る
（
２４
）。
も
っ
と
も
義
持
の
病
気
に

よ
っ
て
大
規
模
な
祈
禱
の
実
施
が
議
さ
れ
た
の
は
、
管
見
の
限

り
三
回
程
度
で
あ
り
、
義
持
期
を
通
し
て
も
そ
れ
ほ
ど
高
頻
度

で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
（
２５
）。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
義
持
は
武
家
第
で
恒
例
的
な
祈
禱
を

行
う
意
志
を
持
た
ず
、
必
要
に
応
じ
て
臨
時
祈
禱
を
実
施
す
る

に
と
ど
ま
っ
た
。
そ
う
し
た
方
針
は
、
義
持
の
家
督
継
承
当
初

か
ら
見
出
せ
る
も
の
で
、
義
持
末
期
ま
で
変
更
さ
れ
る
こ
と
は

な
く
、
聖
護
院
道
意
の
失
脚
以
後
は
、
武
家
第
で
毎
年
恒
例
の

修
法
は
出
現
し
て
い
な
い
。
一
方
で
臨
時
祈
禱
に
際
し
て
も
、

義
満
期
に
多
用
さ
れ
た
大
法
で
は
な
く
、
よ
り
小
規
模
な
准
大

法
や
小
法
を
主
に
用
い
て
お
り
、
こ
の
点
も
義
持
末
期
に
至
る

ま
で
変
化
は
な
い
。

続
い
て
武
家
第
修
法
へ
の
参
加
者
を
検
討
す
る
た
め
、
前
掲

の
【
表
１
】
に
加
え
て
、
義
持
期
武
家
五
壇
法
の
参
加
者
を
一

覧
に
し
た
【
表
２
】
を
参
照
し
な
が
ら
議
論
を
進
め
て
い
く
。

【
表
１
】・【
表
２
】
に
よ
れ
ば
、
応
永
二
十
六
年
ま
で
は
、

【表２】義持期の武家五壇法
出典

「五大成」
「五大成」
「五大成」
「五大成」
『満済』同日条
『満済』同日条
醍醐寺文書１４０
函３１
醍醐寺文書１４０
函３２
『満済』同日条
『満済』同日条
『満済』同日条
『満済』同日条
『満済』同日条
『満済』同９／４
条
『満済』同日条
『満済』同日条
『満済』同日条
『満済』同日条
『満済』同日条

（注記）
・史料上室町殿の邸宅（北山第（～応永１６年１２月）、三条坊門第（応永１６年１２月～）で実施された武家五壇法について、年月
日、場所、祈禱の目的、参加者、出典を一覧としたもの。複数の史料から確認できるものは、一番詳細なものを代表して出
典欄に記入した。場所は史料から確認できるものは明記し、史料上不明確でも武家第と判断したものは採録した。
・「五大成」は、東京大学史料編纂所架蔵影写本「柳原家記録」１６１所収「修五大成下」を典拠としている。
・武家護持僧の在任者を網掛けで示している。なお在任者の検出については、森茂暁「室町時代の五壇法と護持僧」（同『中
世日本の政治と文化』思文閣出版、２００６年、初出２００３年）、細川武稔「足利将軍家護持僧と祈禱」同『京都の寺社と室町幕
府』（吉川弘文館、２０１０年、初出２００３年）、高鳥廉「室町前期における足利満詮流の政治的地位」（『日本歴史』８２７、２０１７
年）を参照。
・五壇法の事例収集については、森茂暁「五壇法修法一覧」（同前掲著書、初出１９９８年）を参照。

金剛夜叉壇
積善院弁誉
積善院弁誉
積善院弁誉
積善院弁誉
常住院満意
積善院良讃
常住院満意

常住院満意

実相院増詮
浄土寺持弁

大威徳壇を三宝院満済勤修
実相院増詮
実相院増詮

三宝院満済、随心院祐厳も参加

竹内良什
三宝院満済、慈尊院興継は参加

慈尊院興継
聖無動院定意
聖無動院定意

大威徳壇
花頂定助
花頂定助
実相院増珍
三宝院満済
三宝院満済
若王子良縁
三宝院満済

三宝院満済

常住院満意
実相院増詮

随心院祐厳
随心院祐厳

円満院行雅

竹内良什
竹内良什
理性院宗観

軍荼利壇
実相院増珍
実相院増珍
三宝院満済
実相院増珍
岡崎桓教
理覚院尊順
金剛乗院俊尊

金剛乗院俊尊

花頂定助
三宝院満済

三宝院満済
三宝院満済

理性院宗観

報恩院隆寛
報恩院隆寛
慈尊院興継

降三世壇
円満院尊経
円満院尊経
地蔵院聖快
地蔵院聖快
円満院尊経
常住院満意
大吉祥院尊経

円満院尊経

金剛乗院俊尊
花頂定助

花頂定助
花頂定助

随心院祐厳

理性院宗観
慈尊院興継
理覚院尊順

中壇
聖護院道意
聖護院道意
聖護院道意
聖護院道意
聖護院道意
聖護院道意
聖護院道意

聖護院道意

聖護院道意
岡崎桓教

岡崎桓教
岡崎桓教
花頂定助

花頂定助

花頂定助
花頂定助
花頂定助

目的

二星合

義持側室違例

諸社怪異

御風気御祈

義量病気
天下怪異

赤松満祐退治

場所
北山第

北山第
北山第
三条坊門第
三条坊門第
三条坊門第

三条坊門第

年月日
応永１５年１１／２５
応永１６年２／２１
応永１６年３／２４
応永１６年閏３／２０
応永２２年８／１３
応永２３年４／２０
応永２３年１２／１４

応永２５年８／１７

応永２６年８／２８
応永２７年９／１０
応永２８年８／１８
応永２９年３／１６
応永２９年１２／２１
応永３１年９／１６

応永３２年２／１８
応永３２年７／２２
応永３３年１０／７
応永３４年６／１４
応永３４年１１／２１
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義
満
期
の
北
山
第
大
法
を
勤
め
た
聖
護
院
道
意
が
引
き
続
き
武
家
第
修
法
の
多
く

を
担
当
し
て
お
り
、
武
家
五
壇
法
で
も
中
壇
を
独
占
的
に
勤
め
て
い
る
。
中
壇
以

外
を
み
て
も
、
四
つ
の
壇
の
う
ち
二
つ
は
、
聖
護
院
の
門
下
に
属
す
る
実
相
院
増

珍
や
円
満
院
（
常
住
院
）
尊
経
、
積
善
院
弁
誉
が
参
加
し
て
お
り
、
応
永
二
十
三

年
四
月
の
義
持
側
室
徳
大
寺
俊
子
の
た
め
の
祈
禱
で
は
、
中
壇
道
意
以
下
五
壇
す

べ
て
を
聖
護
院
と
そ
の
門
下
で
固
め
て
い
る
。

し
か
し
聖
護
院
道
意
の
失
脚
を
契
機
と
し
て
状
況
は
一
変
す
る
。
道
意
は
こ
の

事
件
を
境
に
武
家
第
修
法
か
ら
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
武
家
第
修
法

で
は
、
三
宝
院
満
済
や
岡
崎
桓
教
（
山
門
）、
花
頂
定
助
（
寺
門
）
な
ど
の
武
家

護
持
僧
や
、
義
持
実
弟
の
青
蓮
院
義
円
（
山
門
）・
大
覚
寺
義
昭
（
東
密
）
を
中

心
に
、
山
門
・
寺
門
・
東
密
の
門
跡
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
登
用
さ
れ
る
形
へ
と
変
化

し
て
い
る
。第

二
節

本
坊
祈
禱

つ
い
で
本
坊
祈
禱
の
検
討
に
移
り
た
い
。
本
坊
祈
禱
と
は
、
複
数
の
僧
侶
に
自

身
の
住
坊
で
の
祈
禱
を
一
斉
に
命
じ
る
も
の
で
あ
る
。
実
際
に
【
史
料
１
】
で
は
、

二
星
合
と
い
う
天
変
へ
の
祈
禱
と
し
て
武
家
護
持
僧
に
各
一
壇
の
勤
修
が
指
示
さ

れ
て
い
た
。

【
史
料
２
】『
満
済
』
応
永
三
十
二
年
閏
六
月
十
三
日
条

十
三
日
、
晴
、就
二

多
田
院
御
廟
鳴
動
事
一、
御
祈
於
二

本
坊
一

可
二

始
行
一、
同
方
々
へ

可
二

申
遣
一

旨
、
以
二

奉
行
松
田
主
計
一

被
二

仰
出
一、
仍
自
二

明
日
一

可
レ

被
二

始
行
一

旨

（
道
意
）

（
満
意
）

（
義
運
）

（
持
弁
）

（
持
円
）

（
良
什
）

方
々
申
遣
了
、
聖
護
院
・
如
意
寺
・
実
相
院
・
浄
土
寺
・
地
蔵
院
・
竹
内
・

（
定
助
）

（

俊

尊

）

寺（
通
覚
）

（
忠
意
）

（
宗
観
）

（
隆
寛
）

（

房

仲

）

花
頂
・
金
剛
乗
院
・
岡
崎
僧
正
・
若
王
寺
・
理
性
院
・
水
本
・
金
剛
王
院
・

（
賢
長
）

（
義
昭
）

妙
法
院
・
大
覚
寺
門
跡
等
也
、
方
々
如
レ

此
申
遣
後
入
寺
、

ま
た
【
史
料
２
】
で
は
、
義
持
は
満
済
に
対
し
、
多
田
院
鳴
動
に
つ
い
て
の
祈

禱
を
「
本
坊
」
で
行
う
こ
と
を
命
じ
、「
方
々
」
へ
の
祈
禱
命
令
を
伝
達
す
る
こ

と
も
指
示
し
た
。
満
済
は
聖
護
院
道
意
な
ど
十
五
の
門
跡
に
そ
の
命
令
を
伝
え
て

い
る
。

義
持
期
に
門
跡
が
自
身
の
住
坊
で
行
っ
た
武
家
祈
禱
に
は
様
々
な
も
の
が
存
在

す
る
が
、
特
に
本
坊
祈
禱
は
比
較
的
多
く
み
ら
れ
、
満
済
が
命
令
伝
達
に
関
与
し

た
た
め
『
満
済
』
か
ら
詳
細
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
本
坊
祈
禱
の
所
見

を
ま
と
め
た
【
表
３
】
を
も
と
に
そ
の
特
徴
を
検
討
す
る
。

本
坊
祈
禱
に
つ
い
て
最
初
に
確
認
し
た
い
の
は
、
密
教
祈
禱
の
う
ち
護
摩
・
供

の
形
式
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
護
摩
・
供
と
は
、
密
教
祈
禱
の
中
で
も
っ

と
も
小
規
模
な
形
式
で
あ
り
、
阿
闍
梨
一
人
で
実
施
で
き
る
た
め
、
伴
僧
の
人
員

や
経
費
を
負
担
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
（
２６
）。
加
え
て
『
満
済
』
に
よ
れ
ば
、
門
跡
で

の
護
摩
・
供
は
、
別
人
を
代
役
に
立
て
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
（
２７
）。
こ
の
よ
う
に
本

坊
祈
禱
で
は
、
門
跡
側
に
と
っ
て
負
担
の
軽
い
護
摩
・
供
の
形
式
が
用
い
ら
れ
た

こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。

次
に
本
坊
祈
禱
の
人
選
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
義
持
期
の
本
坊
祈
禱
は
、

基
本
的
に
は
武
家
護
持
僧
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
た
。【
表
３
】
に
よ
れ
ば
、
義

持
が
「
護
持
僧
中
」
に
祈
禱
を
命
じ
た
事
例
は
多
く
あ
り
、
義
持
は
臨
時
祈
禱
の

担
い
手
と
し
て
武
家
護
持
僧
を
重
視
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
か
ら
も
義
持
は
、

本
坊
祈
禱
で
も
諸
門
跡
全
体
を
動
員
し
た
北
山
第
祈
禱
と
比
べ
て
、
小
規
模
な
あ

り
方
を
志
向
し
た
こ
と
を
う
か
が
え
る
。

一
方
で
武
家
護
持
僧
だ
け
が
本
坊
祈
禱
を
勤
修
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
三
宝
院

門
下
の
僧
侶
（
報
恩
院
隆
源
・
理
性
院
宗
観
・
大
慈
院
成
基
な
ど
）
や
金
剛
乗
院

俊
尊
、
随
心
院
祐
厳
も
参
加
し
て
い
る
。
応
永
二
十
七
年
以
降
、
武
家
第
修
法
か

ら
は
排
除
さ
れ
て
い
た
聖
護
院
道
意
も
、
本
坊
祈
禱
で
は
度
々
所
見
が
あ
り
、
武

家
祈
禱
に
お
い
て
一
定
の
位
置
付
け
が
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
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【表３】義持期の本坊祈禱
祈禱を命じられた門跡

岡崎、常住院、三宝院
三宝院、地蔵院、岡崎、実相院、聖護院、常住院
三宝院、地蔵院、岡崎、実相院、聖護院、常住院
護持僧中
聖護院、岡崎、地蔵院、実相院、報恩院、三宝院、理性院
岡崎、勧修寺、随心院、報恩院、聖護院、常住院、三宝院
聖護院、大吉祥院、金剛乗院、大慈院、報恩院、上乗院、若王子
「方々」に命じられたとあるが、具体的には不明。三宝院門下は、報恩
院・妙法院（醍）・理性院
聖護院、三宝院、金剛乗院、岡崎
三門徒中の器用の者１５人など
護持僧中
「護持僧以下其外御祈人数」
青蓮院・聖護院・岡崎と三宝院及びその門下
護持僧中
護持僧中、大覚寺門弟・花頂
護持僧中
護持僧中
聖護院、如意寺、実相院、浄土寺、地蔵院、金剛乗院、花頂、三宝院とそ
の門下
聖護院、如意寺、実相院、浄土寺、地蔵院、金剛乗院、花頂、竹内、三宝
院
聖護院、如意寺、常住院、随心院、実相院、浄土寺、地蔵院、竹内、花頂、
金剛乗院、報恩院、大慈院、理性院、釈迦院、上乗院、法輪院、若王子、
妙法院（醍）、三宝院
聖護院、三宝院、金剛乗院、報恩院、慈尊院
聖護院、金剛乗院、随心院、理性院、上乗院、浄土寺、三宝院
聖護院、如意寺、金剛乗院、報恩院、実相院
聖護院、如意寺、実相院、浄土寺、地蔵院、竹内、花頂、金剛乗院、上乗
院、若王子、理性院、報恩院、金剛王院、妙法院（醍）、大覚寺
御室・妙法院（山）・聖護院・青蓮院・大覚寺・三宝院とその門弟（六門
跡）、花頂以下護持僧
聖護院、青蓮院、大覚寺、実相院、浄土寺、地蔵院、竹内、花頂、檀那院、
猪熊、金剛乗院、随心院、勧修寺、慈尊院、御室、妙法院（山）
御室・妙法院（山）・聖護院・青蓮院・大覚寺・三宝院の各門弟
聖護院并護持僧中
聖護院、青蓮院、大覚寺、常住院、実相院、浄土寺、竹内、地蔵院、金剛
乗院、花頂
聖護院、青蓮院、如意寺、常住院、随心院、実相院、浄土寺、地蔵院、竹
内、宝池院、大覚寺、金剛乗院、花頂、理性院、報恩院、慈尊院、大慈院、
聖護院以下、青蓮院以下、大覚寺以下
聖護院、青蓮院、如意寺、常住院、花頂、浄土寺、地蔵院、竹内、金剛乗
院、大覚寺、勧修寺、慈尊院
聖護院、実相院、浄土寺、地蔵院、竹内

（注記）
・年月日の出典はすべて『満済准后日記』の該当日条を指している。
・武家護持僧在任者を太字で示している（武家護持僧検出の参考文献は、【表２】と同じ）。
・「妙法院」には、同時期に醍醐寺院家の妙法院と、天台三門跡の一つの妙法院が存在する。本表では醍醐寺妙法院は「妙法
院（醍）」、山門の妙法院は「妙法院（山）」と表記している。

願意
二星合
天変地妖
二星合
二星合
関東
変異
息災

参宮

春日社怪異
多田院焼失
重厄
地震
御台不例
変異
一切経頓写御祈
義量社参晴天
義量疱瘡

関東

相国寺御幸供奉

明年三合歳

天下安全・関東
三合歳
義量不予

多田院鳴動

地震

年中御祈
伊勢参宮

変異

多田院鳴動

多田院鳴動

義持不予

対象
義持
義持
義持
義持
義持
義持
義持

義持

義持
義持
義量
義持
御台
義持
義持
義量
義量

義持

義量

義持

義持
義持
義量

義持

義持

義持

義持
義持

義持

義持

義持

義持

年月日
応永２０年８／１８
応永２０年１２／５
応永２１年７／３０・閏７／１
応永２１年閏７／２６・２９
応永２３年１０／１６
応永２５年７／４
応永２５年９／２

応永２５年９／２１

応永２６年９／４
応永２７年８／１１
応永２８年１／２２
応永２８年７／２２
応永２８年１１／２４
応永２８年１２／１１
応永２９年２／１６
応永２９年１１／１４
応永３１年２／５

応永３１年２／１３

応永３１年１０／２３

応永３１年１２／１４

応永３１年１２／２９
応永３２年１／１１
応永３２年２／３

応永３２年閏６／１３

応永３２年８／１５・２６

応永３２年１１／６

応永３３年（応永３２年１２／２９）
応永３３年３／２３

応永３３年１０／４

応永３３年１０／２９

応永３４年１１／１４

応永３５年１／１３
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し
か
し
同
三
十
二
年
以
降
、
本
坊
祈
禱
の
人
的
構
成
は
大
き
く
拡
大
す
る
。

【
史
料
３
】『
満
済
』
応
永
三
十
二
年
八
月
十
五
日
条

（
足
利
義
持
）

（
持
貞
）

十
五
日
、
晴
、自
二

御
所
様
一

以
二

赤
松
越
後
守
一

被
二

仰
出
一、
自
二

来
廿
二
日
一

於
二

御

所
一

御
祈
准
大
法
一
壇
可
レ

被
二

勤
修
一、
可
二

参
勤
申
入
一

云
々
、
次
方
々
へ
御
祈

事
可
レ

被
レ

仰
、
且
可
二

計
申
入
一

旨
也
、
昨
日
相
国
寺
炎
上
、
於
二

寺
内
一

僧
・
喝

食
少
々
焼
死
了
、
仍
寺
内
へ
入
輩
ハ
三
十
ケ
日
穢
気
也
、
此
門
跡
中
神
事
最
中

間
、
門
内
へ
不
レ

可
レ

入
、
於
二

門
前
一

可
二

申
入
一

旨
被
二

仰
出
一

由
越
州
申
間
、
予

於
二

門
前
一

出
合
対
面
、
委
細
御
返
事
申
入
了
、
准
大
法
尊
法
事
等
、
委
追
可
二

注
申
入
一

旨
申
二

入
之
一、

（
中
略
）

（
永
助
法
親
王
）
（
尭
仁
法
親
王
）

（
道
意
）

次
方
々
へ
可
レ

被
レ

仰
御
祈
一
紙
注
二

進
之
一、
御
室
・
妙
法
院
宮
・
聖
護
院
准

（
義
円
）

（
義
昭
）

后
・
青
蓮
院
准
后
・
大
覚
寺
僧
正
、
此
等
門
跡
へ
被
二

仰
出
一、
門
弟
等
ニ
各
々

勤
修
お
可
レ

励
由
堅
被
レ

仰
、
自
身
勤
修
尊
法
并
門
弟
中
勤
修
尊
法
・
阿
闍
梨
交

（
花
頂
）

名
等
被
二

注
進
一

者
尤
可
レ

宜
、
次
定
助
僧
正
以
下
護
持
僧
中
事
、
又
各
一
壇
勤

修
事
、
同
可
二

申
付
一

歟
由
申
入
処
、
此
儀
尤
可
レ

然
、
為
二

此
門
跡
一

方
々
へ
可
二

申
遣
一

旨
被
二

仰
出
一

了
、
仍
方
々
へ
申
二

遣
之
一、

【
史
料
３
】
に
よ
れ
ば
、
応
永
三
十
二
年
八
月
、
義
持
は
三
宝
院
満
済
を
介
し

て
、
武
家
護
持
僧
と
は
別
に
仁
和
寺
御
室
永
助
法
親
王
・
妙
法
院
尭
仁
法
親
王
・

聖
護
院
道
意
・
青
蓮
院
義
円
・
大
覚
寺
義
昭
・
三
宝
院
満
済
の
六
門
跡
に
、
門
主

自
身
と
門
弟
た
ち
へ
本
坊
祈
禱
を
行
わ
せ
る
と
も
に
、
勤
修
し
た
尊
法
・
阿
闍
梨

の
交
名
の
提
出
を
命
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
同
年
末
に
は
、
翌
三
十
三
年
の
一
年
間
、

上
記
六
門
跡
を
二
ヶ
月
ず
つ
結
番
し
て
門
弟
に
祈
禱
を
分
担
さ
せ
る
こ
と
を
命
じ
、

満
済
に
「
年
中
御
祈
目
六
」
を
提
出
さ
せ
て
い
る
（
２８
）。

そ
こ
で
応
永
三
十
二
年
を
境
と
し
て
、
本
坊
祈
禱
を
勤
め
る
門
跡
が
拡
大
し
た

理
由
を
検
討
す
る
。
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
応
永
三
十
二
年
が
義
持
に
と
っ
て

「
三
合
」
の
年
に
当
た
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
同
三
十
三
年
に
義
持
は

去

年

「
三
合
歳
御
祈
、
当
年
モ
可
レ

有
二

御
謹
慎
一、
前
後
三
年
御
慎
故
也
」
と
し
て
、
満

済
に
祈
禱
を
命
じ
た
こ
と
が
み
え
る
（
２９
）。
三
合
と
は
陰
陽
道
に
お
け
る
厄
年
の
一
種

を
指
す
が
、
義
持
は
三
合
に
あ
た
る
同
三
十
二
年
だ
け
で
な
く
、
前
後
を
含
め
た

三
年
間
は
謹
慎
の
必
要
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
も
と
も
と
貴
族

社
会
で
は
厄
年
に
年
間
を
通
し
て
祈
禱
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
（
３０
）、
六
門

跡
と
そ
の
門
下
を
動
員
し
た
本
坊
祈
禱
は
、
三
合
と
い
う
厄
年
に
攘
災
祈
禱
と
し

て
始
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
応
永
三
十
二
年
を
境
と
し
て
祈
禱
の
人
的
構
成
が
広
が
っ
た
背
景
に
は
、

当
時
の
義
持
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
と
の
関
係
も
想
定
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
同
年

二
月
に
、
義
持
は
後
継
者
義
量
を
病
気
で
失
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
鎌
倉
府
と
の
対

立
が
続
く
一
方
、
九
州
で
は
戦
乱
が
悪
化
し
て
大
内
盛
見
が
下
国
す
る
な
ど
、
幕

府
政
局
も
不
安
定
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
さ
ら
に
【
史
料
３
】
の
直
前
に
は
相
国

寺
炎
上
と
い
う
事
件
が
発
生
し
て
い
る
（
３１
）。
そ
う
し
た
政
権
内
外
の
諸
問
題
が
、
お

り
し
も
厄
年
に
あ
っ
た
義
持
に
危
機
感
を
持
た
せ
、
武
家
祈
禱
の
体
制
強
化
に
つ

な
が
っ
た
側
面
も
指
摘
で
き
る
。

第
三
節

義
持
期
武
家
祈
禱
の
性
格

本
節
で
は
、
第
一
節
・
第
二
節
で
の
武
家
第
修
法
・
本
坊
祈
禱
の
個
別
検
討
を

も
と
に
、
義
持
期
武
家
祈
禱
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

ま
ず
義
持
は
、
武
家
第
で
は
ほ
と
ん
ど
恒
例
的
な
修
法
を
実
施
し
て
お
ら
ず
、

天
変
地
異
や
義
持
・
義
量
の
病
気
の
際
に
臨
時
祈
禱
を
行
わ
せ
て
い
た
。
ま
た
臨

時
祈
禱
で
も
、
准
大
法
や
小
法
と
い
う
小
規
模
な
修
法
を
選
択
し
て
い
る
。
そ
う

し
た
方
針
は
、
義
持
が
重
病
を
患
っ
た
場
合
な
ど
の
例
外
を
除
け
ば
、
義
持
末
期

に
至
る
ま
で
継
続
し
て
い
る
。
本
坊
祈
禱
も
、
臨
時
祈
禱
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
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の
で
、
阿
闍
梨
一
人
で
実
施
で
き
る
護
摩
・
供
と
い
う
小
規
模
な
形
式
が
選
択
さ

れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
義
持
期
の
武
家
祈
禱
は
、
義
満
期
と
比
較
す
る
と
、
祈

禱
規
模
が
大
き
く
縮
小
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

義
持
が
武
家
祈
禱
の
規
模
縮
小
を
基
本
方
針
と
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
大
田

氏
・
吉
田
賢
司
氏
は
「
倹
約
御
好
」
と
い
わ
れ
る
義
持
自
身
の
浪
費
を
嫌
う
性
格

に
よ
る
と
指
摘
す
る
（
３２
）。
そ
し
て
応
永
十
八
年
に
五
山
派
寺
院
に
諸
行
事
の
費
用
節

約
を
命
じ
た
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
代
替
わ
り
に
伴
う
義
持
の
新
た
な
宗
教
政
策
の

一
つ
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
。

た
だ
し
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
義
持
は
初
期
に
限
ら
ず
、
治
世
を
一
貫
し

て
武
家
第
修
法
の
開
催
に
消
極
的
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
先
行
研

究
に
お
い
て
義
持
後
期
は
公
武
祈
禱
の
増
加
や
応
永
の
飢
饉
・
外
寇
や
関
東
と
の

関
係
悪
化
に
よ
り
、
祈
禱
の
過
剰
状
態
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
た

め
で
あ
る
（
３３
）。
確
か
に
病
弱
な
称
光
天
皇
の
た
め
の
祈
禱
が
武
家
護
持
僧
の
負
担
増

加
を
招
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
義
持
は
、
少
な
く
と
も
自
宅
で
の
祈

禱
実
施
は
、
晩
年
ま
で
慎
重
な
姿
勢
を
崩
し
て
い
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
義
満
が
親
政
を
開
始
し
た
康
暦
年
間
か
ら
晩
年
に
至
る
ま
で
、
武
家
第

修
法
の
恒
例
化
を
志
向
し
た
の
と
は
明
確
に
異
な
る
点
で
あ
る
。
義
持
の
次
の
室

町
殿
で
あ
る
義
教
も
、
六
月
恒
例
五
壇
法
を
復
興
し
、
五
壇
法
を
含
め
て
四
季
恒

例
修
法
を
行
う
な
ど
、
武
家
祈
禱
の
拡
大
方
針
を
と
っ
て
い
る
（
３４
）。
そ
れ
ら
を
踏
ま

え
れ
ば
、
義
持
の
武
家
祈
禱
へ
の
消
極
性
は
、
前
後
の
室
町
殿
と
は
異
な
る
独
自

の
特
徴
と
い
え
る
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
義
満
と
義
持
と
の
間
の
宗
教
的
方
針
の
違
い
に
着
目
し
て

み
た
い
。
義
満
は
、
武
家
第
修
法
の
大
規
模
化
や
恒
例
化
を
進
め
て
お
り
、
北
山

第
に
拠
点
を
移
し
た
後
に
は
、
武
家
八
講
の
会
場
で
あ
る
八
講
堂
や
相
国
寺
に

あ
っ
た
七
重
大
塔
も
、
北
山
に
移
築
な
い
し
再
建
さ
せ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
義
満

に
は
自
身
の
居
宅
に
祈
禱
・
仏
事
を
集
中
さ
せ
る
傾
向
を
看
取
で
き
る
（
３５
）。

一
方
で
義
持
は
、
寺
社
へ
の
参
籠
・
参
詣
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
北
野
社
と
石

清
水
八
幡
宮
へ
の
参
籠
だ
け
で
も
、
多
い
年
に
は
一
年
で
五
十
日
以
上
に
及
ん
だ

と
い
う
（
３６
）。
そ
の
た
め
武
家
第
修
法
を
行
わ
せ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
の
義

持
本
人
は
寺
社
に
参
詣
し
て
不
在
と
い
う
事
例
す
ら
存
在
す
る
（
３７
）。
寺
社
へ
の
参

籠
・
参
詣
を
好
み
、
自
宅
を
空
け
が
ち
な
義
持
に
は
、
三
条
坊
門
第
で
積
極
的
に

修
法
を
行
う
意
志
は
薄
か
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
義
持
の
参
詣
・
参
籠
重
視
が
、

武
家
第
修
法
の
開
催
に
消
極
的
な
姿
勢
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
章

義
持
期
武
家
祈
禱
に
お
け
る
三
宝
院
満
済
の
位
置
付
け

第
一
節

義
持
期
武
家
祈
禱
と
三
宝
院
満
済

本
節
で
は
、
義
持
期
武
家
祈
禱
に
お
い
て
三
宝
院
満
済
の
果
た
し
た
役
割
を
明

ら
か
に
す
る
。
第
一
章
で
は
、
義
持
期
に
門
跡
の
勤
修
し
た
武
家
祈
禱
を
、
武
家

第
修
法
と
本
坊
祈
禱
の
二
種
類
に
区
別
し
た
が
、
こ
の
区
分
は
三
宝
院
の
役
割
を

検
討
す
る
上
で
も
有
効
で
あ
る
。
そ
こ
で
（
１
）
で
は
武
家
第
修
法
を
、（
２
）

で
は
本
坊
祈
禱
を
事
例
と
し
て
、
武
家
祈
禱
に
お
け
る
三
宝
院
の
役
割
を
検
討
し

て
み
た
い
。

（
１
）
武
家
第
修
法

ま
ず
武
家
第
修
法
に
お
け
る
三
宝
院
満
済
の
役
割
を
考
察
す
る
。
そ
の
際
、
義

持
期
の
武
家
第
修
法
と
し
て
も
っ
と
も
多
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
先
行
研
究
で
も

重
視
さ
れ
て
き
た
五
壇
法
を
事
例
と
し
て
検
討
を
進
め
て
い
く
（
３８
）。

【
史
料
４
】『
満
済
』
応
永
三
十
四
年
五
月
二
十
九
日
条
・
三
十
日
条
・
六
月
五

日
条
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（
足
利
義
持
）

廿
九
日
、
晴
、今
月
自
二

御
所
様
一

被
二

仰
出
一、
来
月
於
二

御
所
一

可
レ

被
レ

行
二

五
壇
法
一、

（
花
頂
）

（
持
貞
）

中
壇
可
レ

為
二

定
助
僧
正
一、
余
壇
阿
闍
梨
事
可
二

計
申
入
一

由
、
赤
松
越
州
為
二

奉

行
一、
召
二

寄
経
祐
法
橋
一、
仰
趣
早
々
可
レ

申
二

入
醍
醐
一

云
々
、
今
日
雖
レ

為
二

例
日
一

吉
日
間
被
二

仰
出
一

云
々
、
壇
々
阿
闍
梨
事
、
明
日
可
レ

注
之
由
申
入
了
、

晦
日
、
晴
、夕
立
、（
中
略
）
五
壇
法
阿
闍
梨
交
名
今
日
一
紙
注
進
、
以
二

越
後
守
一

進

候
了
、

五
日
、
晴
、五
壇
法
阿
闍
梨
交
名
注
進
、
今
日
備
二

上
覧
一

云
々
、
中
壇
外
五
人
注

（
上
乗
院
）

花

頂

進
之
内
、
通
覚
僧
正
ヲ
被
レ

除
了
、
被
レ

懸
二

御
爪
点
一

也
、
中
壇
定
助
僧
正
、
降

慈
尊
院

水

本

竹

内

聖
無
動
院

興
継
僧
正
、
軍
隆
寛
僧
正
、
大
良
什
僧
正
、
金
定
意
僧
正
、
各
方
へ
以
二

書
状
一

触
二

遣
之
一、
自
二

来
十
四
日
一

廿
一
日
結
願
由
、
阿
闍
梨
交
名
折
紙
端
ニ
被
二

遊
付
一

也
、
以
二

其
旨
一

申
遣
也
、
各
請
文
到
来
、
竹
内
僧
正
明
日
以
二

使
者
一

可
レ

申

云
々
、

【
史
料
４
】
は
、
応
永
三
十
四
年
六
月
の
五
壇
法
に
関
す
る
『
満
済
』
の
記
事

で
あ
る
。
五
月
二
十
九
日
条
に
よ
れ
ば
、
義
持
は
満
済
に
対
し
て
、
中
壇
花
頂
定

助
を
除
い
た
阿
闍
梨
の
人
選
を
取
り
計
ら
う
よ
う
に
指
示
し
た
。
命
令
を
受
け
た

満
済
は
、
翌
日
五
壇
法
阿
闍
梨
の
候
補
者
を
ま
と
め
た
交
名
を
、
近
習
の
赤
松
持

貞
に
渡
し
て
い
る
。

そ
の
六
日
後
の
六
月
五
日
、
持
貞
か
ら
交
名
の
披
露
を
受
け
た
義
持
は
、
五
人

の
候
補
者
の
う
ち
上
乗
院
通
覚
を
除
い
た
四
人
を
選
び
、
五
壇
法
の
開
催
日
程
と

一
緒
に
満
済
に
伝
え
て
い
る
。
満
済
は
、
中
壇
定
助
を
含
ん
だ
五
人
に
対
し
て
、

五
壇
法
へ
の
参
加
指
示
を
開
催
日
程
と
と
も
に
伝
え
る
書
状
を
送
っ
た
。
そ
し
て

翌
日
に
使
者
を
遣
わ
す
と
述
べ
た
曼
殊
院
（
竹
内
）
良
什
以
外
の
僧
侶
か
ら
は
、

承
知
し
た
旨
の
請
文
が
満
済
の
も
と
に
届
け
ら
れ
て
い
る
。

『
満
済
』
同
六
月
六
日
条
に
よ
れ
ば
、
良
什
は
満
済
へ
使
者
を
派
遣
し
、
内
裏

五
壇
法
の
勧
賞
と
し
て
大
僧
正
昇
進
の
勅
約
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
だ

宣
下
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
や
、
参
加
者
間
で
の
座
次
の
問
題
を
理
由
に
五
壇
法
参

加
を
断
る
こ
と
を
伝
え
て
き
た
。
そ
の
後
も
満
済
は
重
ね
て
参
加
す
る
よ
う
説
得

し
た
が
う
ま
く
い
か
ず
、
結
局
良
什
の
主
張
を
義
持
に
披
露
し
て
い
る
（
３９
）。

以
上
の
検
討
か
ら
、
五
壇
法
に
お
け
る
三
宝
院
満
済
の
役
割
を
整
理
し
て
み
た

い
。
満
済
は
、
五
壇
法
に
適
任
の
候
補
者
を
義
持
に
注
進
す
る
一
方
、
五
壇
法
へ

の
参
加
命
令
や
日
程
を
候
補
者
に
伝
え
て
お
り
、
そ
の
後
も
候
補
者
と
の
間
で
交

渉
を
行
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
満
済
は
、
武
家
祈
禱
に
お
い
て
幕
府
と
門
跡
と
の
間

に
介
在
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

ま
た
【
史
料
４
】
で
は
、
満
済
は
五
壇
法
へ
の
参
加
命
令
を
伝
え
る
請
定
の
役

割
を
持
つ
「
書
状
」
を
発
給
し
て
い
た
。
こ
の
「
書
状
」
に
相
当
す
る
文
書
は
、

『
満
済
』
の
別
の
記
事
か
ら
確
認
で
き
る
。

【
史
料
５
】『
満
済
』
応
永
三
十
三
年
十
月
五
日
条

（
花
頂
）

就
二

五
壇
法
事
一

遣
二

定
助
僧
正
一

状
案
、

自
二

来
七
日
一

於
二

室
町
殿
一

可
レ

被
レ

行
二

五
壇
法
一、
不
動
法
事
可
レ

被
二

存
知
一

之

由
被
二

仰
出
一

候
也
、
恐
々
謹
言
、

（
三
宝
院
満
済
）

十
月
二
日

ヽ
ヽ

花
頂
御
坊

【
史
料
５
】
で
は
、
満
済
は
花
頂
定
助
に
対
し
て
、
五
壇
法
に
中
壇
と
し
て
参

加
す
る
こ
と
を
命
じ
る
義
持
の
指
示
を
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
は
義
持
の
仰
せ
を
奉

じ
た
満
済
の
奉
書
だ
が
、『
満
済
』
同
十
月
二
日
条
で
は
、
こ
の
奉
書
に
よ
る
参

加
指
示
は
「
以
二

書
状
一

触
レ

之
了
」
と
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、【
史
料
４
】
の
「
書

状
」
も
同
様
の
形
式
の
文
書
と
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
満
済
は
、
義
持
の
仰
せ
を
奉

じ
た
奉
書
に
よ
っ
て
、
武
家
第
修
法
へ
の
参
加
命
令
を
伝
達
し
て
い
た
。

こ
こ
ま
で
武
家
第
修
法
に
お
け
る
満
済
の
役
割
を
、
五
壇
法
を
素
材
と
し
て
明

ら
か
に
し
て
き
た
。
も
っ
と
も
本
稿
で
検
討
し
た
の
は
、
義
持
末
期
の
応
永
三
十
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三
・
三
十
四
年
の
事
例
の
た
め
、
そ
う
し
た
役
割
が
、
義
持
前
期
か
ら
確
認
さ
れ

る
か
が
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
『
満
済
』
を
参
照
す
る
と
、
応
永
二
十
年
五
月
の

五
壇
法
に
お
い
て
、
満
済
は
義
持
に
五
壇
法
の
参
加
者
を
記
し
た
交
名
を
提
出
し

（
足
利
義
持
）

て
い
る
。
同
二
十
二
年
七
月
に
は
「
参
二

下
御
所
一、
御
対
面
、
近
日
可
レ

被
レ

行
二

五

壇
法
一、
仍
人
数
等
事
、
大
概
御
有
増
護
持
外
一
両
（
後
闕
）」
と
あ
り
、
後
闕
の

た
め
意
味
を
取
り
に
く
い
が
、
義
持
が
満
済
に
五
壇
法
の
人
選
に
つ
い
て
相
談
し

た
こ
と
を
読
み
取
れ
る
（
４０
）。
し
た
が
っ
て
満
済
の
武
家
第
修
法
へ
の
関
与
は
、
応
永

二
十
年
代
前
半
に
は
認
め
ら
れ
る
（
４１
）。
そ
れ
以
前
の
活
動
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
史

料
上
裏
付
け
を
と
る
の
は
困
難
だ
が
、
こ
こ
で
は
義
持
初
期
か
ら
幕
府
と
門
跡
と

の
間
に
介
在
す
る
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。

（
２
）
本
坊
祈
禱

そ
う
し
た
満
済
の
活
動
は
、
本
坊
祈
禱
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
る
。
実
際
に
前
掲

【
史
料
２
】
で
は
、
満
済
は
武
家
護
持
僧
や
三
宝
院
門
下
、
そ
れ
以
外
の
門
跡
に

祈
禱
命
令
を
伝
え
て
い
た
。

【
史
料
６
】『
醍
醐
寺
文
書
』
別
集
一
、
五
五
四
・
五
五
五
、
三
宝
院
満
済
書
状

土
代

多
田
院
御
廟
去
月
及
二

両
三
日
一

鳴
動
事
候
、
自
二

今
日
朔
、
一

於
二

御
本
坊
一

一
壇
御

勤
修
、
別
而
可
レ

有
二

御
祈
念
一

之
由
、
内
々
可
二

申
入
一

旨
被
二

仰
出
一

候
由
、
可
レ

得
二

御
意
一

候
也
、
満
済
恐
惶
謹
言
、

十
一
月
一
日

満
済

春
松
殿

【
史
料
６
】
は
『
満
済
』
紙
背
文
書
に
残
る
土
代
の
一
つ
だ
が
、
こ
れ
に
よ
れ

ば
満
済
は
、
あ
る
僧
侶
に
対
し
て
、「
御
本
坊
」
で
祈
禱
の
勤
修
を
命
じ
る
義
持

の
指
示
を
伝
え
て
い
る
。『
醍
醐
寺
文
書
』
の
中
に
は
、
満
済
か
ら
祈
禱
命
令
を

伝
え
ら
れ
た
曼
殊
院
良
什
・
花
頂
定
助
の
請
文
も
残
っ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
定
助

は
金
剛
童
子
護
摩
を
勤
修
す
る
こ
と
を
満
済
に
報
告
し
て
い
る
（
４２
）。
さ
ら
に
満
済
の

同
様
の
活
動
は
『
満
済
』
に
も
み
え
、
満
済
は
諸
方
か
ら
報
告
さ
れ
た
実
施
予
定

の
祈
禱
の
内
容
を
義
持
に
披
露
し
、
結
願
後
に
は
僧
侶
か
ら
受
け
取
っ
た
巻
数

（
祈
禱
で
読
誦
し
た
経
典
の
種
目
・
回
数
な
ど
を
ま
と
め
た
文
書
）
も
提
出
し
て

い
る
（
４３
）。
ま
た
『
満
済
』
紙
背
文
書
に
は
、
祈
禱
に
参
加
す
る
僧
侶
が
、
満
済
に
開

始
日
や
結
願
日
、
巻
数
の
提
出
先
を
尋
ね
る
も
の
や
、
満
済
か
ら
教
示
を
受
け
て

承
知
し
た
旨
を
記
す
も
の
も
存
在
す
る
（
４４
）。

こ
の
よ
う
に
満
済
は
、
本
坊
祈
禱
の
実
施
命
令
や
日
程
に
つ
い
て
の
義
持
の
指

示
を
伝
達
す
る
一
方
で
、
祈
禱
を
命
じ
ら
れ
た
僧
侶
か
ら
の
請
文
や
巻
数
を
義
持

に
披
露
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
本
坊
祈
禱
で
も
幕
府
と
門
跡
と
の
間
に
介
在
す

る
満
済
の
役
割
を
確
認
で
き
る
。

た
だ
し
義
持
期
武
家
祈
禱
を
考
え
る
上
で
留
意
さ
れ
る
の
は
、
義
持
期
に
は
三

宝
院
満
済
だ
け
で
な
く
、
室
町
殿
近
習
も
武
家
祈
禱
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
で
あ

る
。
実
際
に
前
掲
【
史
料
４
】
で
は
、
義
持
近
習
の
赤
松
持
貞
が
義
持
の
五
壇
法

に
関
す
る
指
示
を
満
済
に
伝
え
て
い
た
。
そ
こ
で
武
家
祈
禱
に
お
け
る
室
町
殿
近

習
の
役
割
に
つ
い
て
、
節
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。

第
二
節

義
持
期
武
家
祈
禱
と
室
町
殿
近
習

室
町
殿
近
習
の
武
家
祈
禱
へ
の
関
与
を
論
じ
る
前
提
と
し
て
、
ま
ず
義
持
期
の

室
町
殿
近
習
に
関
す
る
先
行
研
究
を
参
照
す
る
。
同
時
期
の
近
習
に
つ
い
て
は
、

義
持
近
習
の
富
樫
満
成
・
赤
松
持
貞
・
伊
勢
貞
経
や
義
量
近
習
の
畠
山
持
清
と

い
っ
た
近
習
個
人
を
扱
っ
た
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
（
４５
）。
各
稿
で
は
、
近
習
そ
れ

ぞ
れ
の
政
治
的
活
動
が
総
合
的
に
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
武
家
祈
禱
へ
の
関
与
を
指

摘
す
る
も
の
も
あ
る
。
一
方
で
室
町
殿
近
習
の
武
家
祈
禱
に
お
け
る
役
割
一
般
を

論
じ
た
の
は
、
村
尾
氏
の
先
駆
的
な
論
考
の
み
に
と
ど
ま
る
（
４６
）。

し
か
し
同
氏
は
、

12



三
宝
院
満
済
と
の
関
係
に
は
特
に
言
及
し
て
い
な
い
。
ゆ
え
に
本
稿
で
は
、
満
済

と
の
役
割
の
相
違
に
着
目
す
る
と
と
も
に
、
個
別
の
近
習
に
関
す
る
研
究
を
踏
ま

え
な
が
ら
、
室
町
殿
近
習
が
義
持
期
武
家
祈
禱
で
果
た
し
た
役
割
を
見
極
め
る
。

（
１
）
富
樫
満
成

富
樫
満
成
は
、
義
持
前
期
に
顕
著
な
活
動
を
み
せ
た
義
持
の
近
習
・
申
次
で
あ

る
。
満
成
は
、
義
持
の
家
督
継
承
時
に
武
家
方
の
申
次
に
任
じ
ら
れ
た
伊
勢
貞
行

が
応
永
十
七
年
に
没
す
る
と
、
近
習
の
筆
頭
と
し
て
申
次
に
任
じ
ら
れ
、
同
二
十

五
年
に
足
利
義
嗣
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
て
失
脚
す
る
ま
で
の
約
八
年
間
、
義
持
の

近
習
筆
頭
・
申
次
の
座
に
あ
り
続
け
た
（
４７
）。
こ
の
満
成
と
武
家
祈
禱
の
関
係
か
ら
検

討
を
始
め
る
こ
と
と
す
る
。

ま
ず
満
成
の
役
割
と
し
て
は
、
義
持
の
祈
禱
命
令
を
満
済
に
伝
達
し
た
こ
と
が

あ
げ
ら
れ
る
。
前
掲
【
史
料
１
】
に
よ
れ
ば
、
義
持
は
満
成
を
「
奉
行
」
と
し
て
、

満
済
に
武
家
第
で
愛
染
准
大
法
を
勤
修
す
る
こ
と
と
、
武
家
護
持
僧
に
本
坊
祈
禱

の
実
施
命
令
を
伝
え
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
山
家
浩
樹
氏
・
室
山
孝
氏
は
、
満

成
が
義
持
の
仰
せ
を
伝
え
る
奉
書
を
発
給
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
（
４８
）、
こ
こ
で

も
満
済
へ
の
祈
禱
命
令
は
、
満
成
の
奉
じ
た
奉
書
で
伝
達
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

ま
た
満
成
は
、
祈
禱
が
結
願
し
た
後
に
、
満
済
の
取
り
ま
と
め
た
撫
物
（
４９
）・
巻
数
を

受
け
取
り
、
義
持
へ
披
露
す
る
役
割
も
果
た
し
て
い
る
（
５０
）。

そ
う
し
た
満
成
の
立
場
を
位
置
付
け
る
た
め
、
続
い
て
【
史
料
７
】
に
注
目
し

て
み
た
い
。

【
史
料
７
】「
愛
染
王
御
修
法
〈
准
大
法
〉」（「
醍
醐
寺
文
書
」
一
一
〇
函
四

号
（
５１
））（〈
〉
は
割
注
を
表
す
）

愛
染
王
御
修
法
〈
准
大
法
、〉

応
永
廿
一
年
〈
甲
午
、〉
八
月
三
日
〈
時
正
始
、〉
被
レ

始
二

行
之
一、
同
十
日
結

願
、

奉
行
冨
樫
兵
部
大
輔
〈
満
成
、〉

道
場
〈
三
条
坊
門
万
里
小
路
殿
、
寝
殿
御
休
息
所
殿
上
如
レ

例
、〉

紅

梅

伴
僧
十
口
〈
各
赤
色
浄
衣
、
白
裳
、
小
ケ
サ
如
レ

常
、〉

（
後
略
）

【
史
料
７
】
は
、【
史
料
１
】
で
扱
っ
た
応
永
二
十
一
年
八
月
に
満
済
の
行
っ
た

愛
染
法
に
つ
い
て
、
伴
僧
を
勤
め
た
釈
迦
院
隆
基
が
記
し
た
修
法
記
で
あ
る
。
傍

線
部
に
よ
れ
ば
、
愛
染
法
の
「
奉
行
」
は
富
樫
満
成
が
勤
め
た
と
あ
り
、
満
成
は

武
家
第
修
法
の
奉
行
の
地
位
に
あ
っ
た
と
わ
か
る
。

ひ
る
が
え
っ
て
南
北
朝
期
武
家
祈
禱
の
修
法
記
を
参
照
す
る
と
、「
本
所
奉

行
」・「
奉
行
」
と
し
て
記
さ
れ
た
の
は
、
幕
府
奉
行
人
の
祈
禱
奉
行
で
あ
り
、
義

満
期
に
は
室
町
殿
家
司
・
家
礼
の
勤
め
る
御
祈
奉
行
だ
っ
た
（
５２
）。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え

れ
ば
、
義
持
期
の
武
家
祈
禱
に
お
い
て
、
武
家
祈
禱
の
実
務
を
担
当
し
た
祈
禱
奉

行
の
役
割
は
、
室
町
殿
近
習
の
富
樫
満
成
に
継
承
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ
る
。

次
に
応
永
二
十
三
年
十
一
月
に
石
清
水
八
幡
宮
で
愛
染
王
法
を
勤
修
し
た
報
恩

院
隆
源
の
記
し
た
「
八
幡
宮
愛
染
王
法
雑
記
（
５３
）」
を
用
い
て
検
討
を
進
め
る
。
こ
の

祈
禱
で
満
済
は
、
隆
源
に
対
し
て
義
持
の
祈
禱
命
令
や
開
催
日
程
、
供
料
の
額
を

書
状
で
伝
え
て
お
り
、
以
後
の
祈
禱
実
施
に
向
け
た
交
渉
も
担
当
し
た
。
一
方
で

富
樫
満
成
は
、
義
持
の
撫
物
を
調
達
す
る
と
と
も
に
、
石
清
水
社
務
の
宋
清
に
対

し
て
祈
禱
会
場
の
準
備
を
命
じ
た
「
富
樫
大
輔
奉
書
」
を
発
給
し
て
い
る
。
満
成

の
奉
書
発
給
と
撫
物
の
送
付
は
、
満
済
の
求
め
に
応
じ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

満
済
が
幕
府
と
門
跡
と
の
交
渉
に
介
在
し
た
の
に
対
し
、
満
成
は
撫
物
の
準
備
や

会
場
設
営
の
指
示
と
い
っ
た
実
務
を
行
っ
て
い
る
。

（
２
）
赤
松
持
貞

赤
松
持
貞
は
、
富
樫
満
成
と
同
じ
く
義
持
近
習
の
一
人
で
、
応
永
二
十
八
年
以

降
に
申
次
と
し
て
活
動
す
る
よ
う
に
な
り
、
同
三
十
四
年
に
赤
松
満
祐
の
播
磨
下
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国
事
件
の
渦
中
で
失
脚
す
る
ま
で
の
間
、
義
持
の
筆
頭
近
習
・
申
次
を
勤
め
た
。

富
樫
満
成
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、「
そ
の
申
次
と
し
て
の
活
動
期
間
が
全
く
重

複
し
な
い
か
ら
、
前
任
者
の
失
脚
に
よ
っ
て
交
替
す
る
形
で
現
れ
る
も
の
」
と
理

解
さ
れ
て
お
り
、
満
成
の
地
位
を
継
承
す
る
存
在
だ
っ
た
（
５４
）。

森
氏
は
、
持
貞
に
つ
い
て
「
将
軍
の
身
辺
に
あ
っ
て
祈
禱
関
係
の
職
務
を
主
と

し
て
取
り
扱
っ
た
」
と
評
価
し
た
上
で
、
武
家
祈
禱
に
お
け
る
役
割
を
整
理
し
て

い
る
。
そ
こ
で
森
氏
の
議
論
に
導
か
れ
な
が
ら
、
持
貞
の
武
家
祈
禱
へ
の
関
与
の

仕
方
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
（
５５
）。

ま
ず
森
氏
は
、
義
持
が
宗
教
的
な
意
思
を
表
出
す
る
場
合
、
持
貞
を
通
し
て
こ

れ
を
行
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
た
と
え
ば
前
掲
【
史
料
３
】
で
は
、
義
持
は
持

貞
を
通
し
て
、
満
済
に
武
家
第
で
准
大
法
を
勤
修
す
る
こ
と
を
命
令
し
、
あ
わ
せ

て
他
の
僧
侶
に
も
祈
禱
を
行
わ
せ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
持
貞
は
、
義
持
か
ら
の
武
家
祈
禱
に
関
す
る
指
示
を
満
済
に
伝
え
て

い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
活
動
は
、【
史
料
４
】
の
よ
う
に
五
壇
法
で

も
確
認
で
き
、
持
貞
が
義
持
の
申
次
を
勤
め
た
応
永
二
十
八
年
〜
三
十
四
年
の
間
、

一
般
的
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
持
貞
は
、
巻
数
を
満
済
な
ど
か
ら
受
け

取
り
、
義
持
に
披
露
す
る
役
割
も
果
た
し
て
い
る
。

さ
ら
に
持
貞
の
職
務
と
し
て
留
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
祈
禱
供
料
の
下
行
に

関
与
し
た
こ
と
で
あ
る
。『
満
済
』
の
記
事
を
参
照
す
る
と
、
応
永
三
十
二
年
三

月
十
八
日
条
で
は
、
仁
王
経
法
を
勤
修
す
る
満
済
に
、「
赤
松
越
後
守
奉
行
」
と

し
て
供
料
二
万
疋
が
支
払
わ
れ
て
お
り
、
同
年
十
二
月
九
日
条
で
も
満
済
の
祈
禱

に
対
す
る
供
料
は
、
持
貞
か
ら
三
宝
院
坊
官
に
「
送
遣
」
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
８
】『
満
済
』
応
永
三
十
三
年
六
月
十
九
日
条

（
足
利
義
持
）

（
持
貞
）

十
九
日
、
晴
、（
中
略
）
今
日
自
二

室
町
殿
一

以
二

赤
松
越
後
守
一

被
二

仰
出
一、
於
二

御

所
中
一

御
祈
事
、
雖
二

被
レ

仰
度
候
一、
中
風
気
之
由
申
寺
住
之
間
、
不
レ

能
二

其

儀
一、
於
二

本
坊
一

一
壇
令
二

勤
修
一、
可
レ

致
二

精
誠
一、
何
法
可
レ

宜
乎
、
仍
供
料
被
レ

仰
二

付
御
蔵
方
一

了
、
御
撫
物
只
今
送
二

進
之
一、
越
州
可
レ

参
処
、
北
野
へ
自
二

昨
日
一

御
出
供
奉
間
難
レ

叶
、
仍
召
二

安
察
法
橋
教
賢
一、
此
等
子
細
具
可
レ

申
二

入
醍
醐
一

云
々
、（
後
略
）

も
っ
と
も
持
貞
本
人
が
、
幕
府
の
用
脚
を
管
理
し
て
、
供
料
の
下
行
を
行
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。【
史
料
８
】
に
よ
れ
ば
、
持
貞
は
義
持
か
ら
の
祈
禱
命
令
と
と

も
に
、
供
料
に
つ
い
て
は
「
御
蔵
」
に
命
じ
ら
れ
た
こ
と
を
満
済
に
伝
え
て
い
る
。

ゆ
え
に
実
際
に
供
料
を
支
払
っ
た
の
は
、
幕
府
用
脚
の
保
管
・
出
納
を
担
当
し
た

公
方
御
倉
で
あ
り
、
持
貞
は
公
方
御
倉
に
対
す
る
供
料
下
行
の
指
示
を
行
っ
た
も

の
と
理
解
さ
れ
る
（
５６
）。

（
３
）
伊
勢
貞
経
・
貞
長

次
に
義
持
期
の
政
所
執
事
伊
勢
貞
経
と
そ
の
叔
父
貞
長
を
取
り
上
げ
る
。
貞
経

の
父
貞
行
は
、
応
永
十
五
年
に
義
持
か
ら
政
所
執
事
と
武
家
方
の
申
次
に
任
じ
ら

れ
た
が
、
そ
の
二
年
後
に
死
去
し
て
い
る
。
そ
の
後
政
所
執
事
は
息
子
の
貞
経
に

継
承
さ
れ
た
一
方
で
、
義
持
の
申
次
と
し
て
は
富
樫
満
成
・
赤
松
持
貞
の
活
動
が

顕
著
と
な
っ
た
。
た
だ
し
貞
経
の
叔
父
貞
長
に
は
申
次
を
勤
め
た
所
見
が
あ
り
、

伊
勢
氏
は
義
持
期
も
室
町
殿
近
習
・
申
次
と
し
て
の
性
格
を
持
ち
続
け
た
と
い
う
（
５７
）。

坂
本
和
久
氏
は
、
伊
勢
貞
経
・
貞
長
が
武
家
祈
禱
に
お
い
て
巻
数
の
受
理
と
供

料
の
下
行
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
（
５８
）。
祈
禱
供
料
に
つ
い
て
は
、『
満

済
』
に
「
政
所
」
か
ら
下
行
さ
れ
た
と
い
う
記
述
も
散
見
さ
れ
る
（
５９
）が
、
こ
れ
も
政

所
執
事
を
勤
め
る
伊
勢
貞
経
が
支
払
い
に
関
与
し
た
も
の
と
み
て
よ
い
。
た
だ
し

伊
勢
貞
経
・
貞
長
に
よ
る
供
料
支
出
は
、
赤
松
持
貞
と
同
じ
よ
う
に
、
伊
勢
氏
自

身
が
幕
府
用
脚
を
管
理
し
、
供
料
を
支
払
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
担
当

す
る
公
方
御
倉
に
対
し
て
、
供
料
支
払
い
を
命
じ
る
職
務
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

供
料
下
行
に
関
わ
る
貞
経
・
貞
長
の
職
務
は
、
赤
松
持
貞
と
重
複
し
た
面
を
持
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つ
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
４
）
そ
れ
以
外
の
室
町
殿
近
習
な
ど

村
尾
氏
に
よ
れ
ば
、
祈
禱
命
令
の
伝
達
や
巻
数
の
受
理
に
関
与
し
た
室
町
殿
近

習
は
他
に
も
存
在
す
る
と
い
う
。
た
と
え
ば
義
量
の
た
め
の
祈
禱
で
は
、
畠
山
持

清
が
満
済
に
祈
禱
命
令
を
伝
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
持
清
が
義
量
の
近
習
だ
っ
た

こ
と
に
よ
る
。
そ
れ
以
外
に
も
幕
府
奉
行
人
や
同
朋
衆
が
、
祈
禱
命
令
の
伝
達
や

巻
数
の
受
け
取
り
に
関
与
し
た
事
例
も
み
ら
れ
る
が
、
わ
ず
か
な
事
例
に
限
ら
れ

る
上
に
、
関
与
の
仕
方
は
室
町
殿
近
習
と
変
わ
ら
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
個
別
に

取
り
上
げ
な
い
。

以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
て
、
武
家
祈
禱
に
お
け
る
室
町
殿
近
習
の
役
割
を
改
め

て
位
置
付
け
て
お
き
た
い
。

ま
ず
室
町
殿
近
習
は
、
武
家
祈
禱
に
お
い
て
義
持
と
三
宝
院
満
済
と
の
間
を
取

り
次
ぐ
役
割
を
果
た
し
た
。
富
樫
満
成
や
赤
松
持
貞
は
、
満
済
本
人
に
対
し
て
祈

禱
を
命
じ
る
場
合
や
、
満
済
を
介
し
て
別
の
僧
侶
に
祈
禱
命
令
を
伝
え
る
場
合
に
、

義
持
の
指
示
を
直
接
口
頭
で
、
あ
る
い
は
義
持
の
仰
せ
を
奉
じ
た
奉
書
を
用
い
て
、

満
済
に
伝
達
し
て
い
る
。
ま
た
祈
禱
終
了
後
に
僧
侶
か
ら
提
出
さ
れ
る
巻
数
・
撫

物
も
、
室
町
殿
近
習
が
満
済
か
ら
受
理
し
て
義
持
へ
披
露
し
た
。
さ
ら
に
室
町
殿

近
習
の
中
で
も
、
赤
松
持
貞
と
伊
勢
貞
経
・
貞
長
は
、
祈
禱
供
料
の
支
払
い
を
担

当
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
上
記
の
よ
う
な
室
町
殿
近
習
の
役
割
は
、
南
北
朝

期
の
祈
禱
奉
行
と
類
似
す
る
こ
と
で
あ
る
。
前
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
南
北
朝
期

の
祈
禱
奉
行
は
、
祈
禱
を
行
う
僧
侶
と
の
交
渉
を
三
宝
院
に
委
託
し
つ
つ
、
供
料

の
下
行
な
ど
祈
禱
実
施
の
た
め
の
実
務
を
担
当
す
る
役
職
で
あ
り
、
義
満
期
に
室

町
殿
家
司
・
家
礼
の
勤
め
る
御
祈
奉
行
に
職
務
が
移
管
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
武
家

祈
禱
に
関
与
し
続
け
た
。
つ
ま
り
義
持
期
の
室
町
殿
近
習
の
役
割
は
、
南
北
朝
期

の
祈
禱
奉
行
と
の
系
譜
関
係
が
想
定
さ
れ
る
。

室
町
殿
近
習
と
南
北
朝
期
の
祈
禱
奉
行
と
の
共
通
点
は
、
武
家
祈
禱
上
の
役
割

の
類
似
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
前
稿
で
指
摘
し
た
南
北
朝
期
の
祈
禱
奉
行
の
中
に
は
、

粟
飯
原
清
胤
や
二
階
堂
行
元
と
い
う
人
物
が
含
ま
れ
る
。
彼
ら
は
祈
禱
奉
行
在
職

と
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
御
所
奉
行
も
勤
め
て
い
た
。
南
北
朝
期
の
御
所
奉
行
と
は
、

将
軍
の
申
次
や
祈
禱
巻
数
の
受
け
取
り
、
神
馬
の
奉
献
を
勤
め
る
役
職
で
あ
り
、

そ
の
機
能
は
、
義
満
期
に
は
政
所
執
事
伊
勢
貞
継
に
吸
収
さ
れ
た
と
い
う
（
６０
）。
一
方

で
赤
松
持
貞
は
、
義
持
の
申
次
、
巻
数
の
受
理
、
神
馬
奉
献
と
い
う
御
所
奉
行
と

同
様
の
役
割
を
果
た
し
、
祈
禱
供
料
の
支
払
い
も
担
当
す
る
な
ど
、
政
所
執
事
伊

勢
氏
と
重
複
す
る
役
割
を
持
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
６１
）。
ゆ
え
に
南
北
朝
期

に
お
け
る
御
所
奉
行
の
役
割
は
、
義
持
期
に
は
政
所
伊
勢
氏
と
室
町
殿
近
習
が
と

も
に
担
当
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
室
町
殿
近
習
が
、
祈
禱
奉
行
と
人
的
に
重

な
り
合
う
役
職
で
あ
る
御
所
奉
行
を
継
承
し
た
こ
と
も
、
室
町
殿
近
習
と
祈
禱
奉

行
と
の
継
承
関
係
を
傍
証
す
る
根
拠
と
な
る
。

第
三
節

三
宝
院
と
室
町
殿
近
習
が
祈
禱
奉
行
を
勤
め
た
背
景

こ
こ
ま
で
義
持
期
武
家
祈
禱
に
お
け
る
三
宝
院
満
済
と
室
町
殿
近
習
の
役
割
に

つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
室
町
殿
近
習
は
祈
禱
奉
行
と
し
て
、
義
持

か
ら
三
宝
院
満
済
へ
の
祈
禱
命
令
を
伝
達
し
、
満
済
か
ら
受
け
取
っ
た
巻
数
を
披

露
す
る
と
と
も
に
、
祈
禱
供
料
の
下
行
を
公
方
御
倉
に
指
示
す
る
役
割
を
持
っ
た

と
明
ら
か
に
し
た
。
一
方
で
三
宝
院
満
済
は
、
義
持
か
ら
の
祈
禱
命
令
を
自
身
の

奉
書
で
門
跡
に
伝
達
し
て
お
り
、
祈
禱
の
日
程
や
供
料
の
情
報
も
伝
え
る
な
ど
、

幕
府
と
門
跡
と
の
間
に
介
在
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
満
済
の
立

場
は
、
南
北
朝
期
の
三
宝
院
と
同
様
に
、
内
々
の
祈
禱
奉
行
と
し
て
位
置
付
け
ら

れ
る
。
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一
方
で
、
義
満
期
に
祈
禱
奉
行
を
勤
め
た
室
町
殿
家
司
・
家
礼
は
、
義
持
期
の

武
家
第
修
法
で
も
「
御
祈
奉
行
」
と
し
て
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
村
尾

氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
室
町
殿
家
司
・
家
礼
は
、
修
法
実
施
に
向
け
た
準
備
に

ほ
と
ん
ど
関
与
し
て
い
な
い
。
実
際
、
義
持
期
に
「
御
祈
奉
行
」
と
み
え
る
広
橋

兼
宣
は
、
応
永
三
十
二
年
七
月
実
施
の
五
壇
法
に
つ
い
て
「
三
宝
院
僧
正
一
向
申

沙
汰
之
間
、
阿
闍
梨
交
名
等
不
二

存
知
一、
可
二

尋
知
一

事
也
」
と
記
し
て
お
り
、
五

壇
法
に
参
加
し
た
僧
侶
の
人
選
を
把
握
し
て
い
な
い
（
６２
）。
ま
た
僧
侶
に
祈
禱
へ
の
参

加
を
命
じ
る
請
定
は
、
義
満
期
に
は
室
町
殿
家
司
・
家
礼
が
発
給
し
た
が
、
前
述

の
よ
う
に
義
持
期
に
は
三
宝
院
満
済
が
発
給
し
て
い
る
。

た
だ
し
室
町
殿
家
司
・
家
礼
の
御
祈
奉
行
は
、
義
持
期
に
も
公
家
衆
の
勤
め
る

脂
燭
殿
上
人
の
動
員
を
行
っ
て
い
た
。
武
家
第
修
法
で
は
、
脂
燭
（
照
明
具
）
を

持
つ
殿
上
人
が
参
加
し
て
お
り
、
修
法
の
格
に
も
よ
る
が
、
修
法
の
間
、
毎
日
二

〜
五
人
程
度
が
召
集
さ
れ
て
い
た
。
室
町
殿
家
礼
の
広
橋
兼
宣
は
、
義
持
の
寺
社

参
詣
な
ど
、
室
町
殿
主
催
行
事
へ
の
参
加
命
令
を
公
家
衆
に
伝
え
る
役
割
を
果
た

し
て
お
り
（
６３
）、
そ
の
一
環
で
殿
上
人
の
勤
め
る
脂
燭
役
の
動
員
も
担
当
し
た
と
み
ら

れ
る
（
６４
）。
も
っ
と
も
大
覚
寺
義
昭
の
修
法
始
に
つ
い
て
満
済
が
義
持
に
伺
っ
た
際
、

（
脂
）

（
三
宝
院
満
済
）

義
持
は
「
□
燭
殿
上
人
等
、
自
二

此
門
跡
一

可
二

触
遣
一

之
由
、
同
被
二

仰
下
一

了
（
６５
）」
と

返
答
し
た
よ
う
に
、
脂
燭
殿
上
人
の
動
員
が
満
済
に
命
じ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
、

必
ず
し
も
室
町
殿
家
司
・
家
礼
が
関
与
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
義
持
は
、
義
満
期
に
祈
禱
奉
行
を
勤
め
て
い
た
室
町
殿
家
司
・
家

礼
に
代
え
て
、
三
宝
院
満
済
と
室
町
殿
近
習
を
再
起
用
し
た
。
こ
れ
は
三
宝
院
と

幕
府
奉
行
人
を
祈
禱
奉
行
と
す
る
南
北
朝
期
の
武
家
祈
禱
へ
の
回
帰
と
評
価
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
義
持
は
、
室
町
殿
家
司
・
家
礼
を
祈
禱
奉
行
と

す
る
形
を
改
め
、
三
宝
院
と
室
町
殿
近
習
を
用
い
る
あ
り
方
を
選
択
し
た
の
だ
ろ

う
か
。

そ
の
背
景
を
考
え
る
た
め
に
、
義
満
期
に
室
町
殿
家
司
・
家
礼
が
祈
禱
奉
行
に

登
用
さ
れ
た
理
由
を
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
（
６６
）。
義
満
期
の
武
家
祈
禱
の
特
徴
と
し

て
、
永
徳
元
年
以
降
、
格
式
の
高
く
大
規
模
な
修
法
で
あ
る
大
法
修
法
を
積
極
的

に
実
施
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
６７
）。
こ
の
大
法
修
法
と
は
、
治
天
の
主
催
す

る
公
家
御
修
法
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
武
家
祈
禱
で
用
い
ら
れ
た

先
例
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
大
法
修
法
に
は
、
結
願
時
に
着
座
公
卿
や

布
施
取
役
と
し
て
、
多
く
の
公
家
の
参
加
が
必
要
な
だ
け
で
な
く
、
地
下
楽
人
や

院
庁
官
を
動
員
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
義
満
は
、
公
家
御
修
法
の
先
例
に

準
拠
し
て
大
法
修
法
を
行
う
た
め
、
公
家
の
勤
め
る
室
町
殿
家
司
・
家
礼
を
祈
禱

奉
行
に
起
用
し
た
の
で
あ
る
（
６８
）。

そ
れ
に
対
し
て
、
祈
禱
規
模
の
縮
小
を
基
本
方
針
と
し
た
義
持
は
、
武
家
祈
禱

に
お
い
て
大
法
を
ほ
と
ん
ど
実
施
せ
ず
、
五
壇
法
を
中
心
に
小
法
や
准
大
法
と

い
っ
た
小
規
模
な
修
法
を
用
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
修
法
は
、
南
北
朝
期
に
も
武

家
第
修
法
と
し
て
多
く
利
用
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
義
持
は
、
公
家

御
修
法
の
先
例
に
準
拠
し
て
武
家
第
修
法
を
行
う
必
要
が
な
か
っ
た
。

ま
た
義
持
期
の
武
家
第
修
法
で
は
、
多
く
の
場
合
結
願
時
の
作
法
が
省
略
さ
れ

た
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
密
教
修
法
は
、
本
来
日
中
に
結
願
す
る
の
が
正
式
な
作

法
で
あ
る
。
し
か
し
義
持
期
に
実
施
さ
れ
た
准
大
法
・
小
法
の
多
く
で
は
、『
満

済
』
に
「
今
暁
結
願
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
明
け
方
に
結
願
と
な
り
、
阿
闍
梨

は
早
朝
の
う
ち
に
武
家
第
を
退
出
し
た
（
６９
）。
そ
う
し
た
場
合
に
は
、
結
願
時
の
作
法

と
し
て
行
わ
れ
る
公
卿
の
着
座
や
布
施
取
は
略
さ
れ
た
た
め
、
脂
燭
殿
上
人
以
外

に
は
公
家
衆
の
動
員
が
行
わ
れ
て
い
な
い
（
７０
）。

つ
ま
り
義
持
に
よ
る
武
家
祈
禱
の
規
模
縮
小
に
よ
っ
て
、
大
法
が
用
い
ら
れ
な

く
な
り
、
結
願
時
の
作
法
も
簡
略
化
さ
れ
た
こ
と
で
、
義
持
期
の
武
家
第
修
法
は
、

む
し
ろ
幕
府
側
の
担
当
者
と
祈
禱
を
行
う
僧
侶
と
の
間
で
、
修
法
実
施
に
向
け
た
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交
渉
が
完
結
す
る
南
北
朝
期
の
先
例
と
近
い
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
義
持
は
、

南
北
朝
期
武
家
祈
禱
の
先
例
を
踏
襲
し
て
、
三
宝
院
満
済
と
室
町
殿
近
習
を
祈
禱

奉
行
と
し
て
位
置
付
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

最
後
に
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

第
一
章
で
は
、
義
持
期
の
武
家
祈
禱
に
つ
い
て
、
武
家
第
修
法
と
本
坊
祈
禱
の

二
種
類
に
整
理
し
つ
つ
、
そ
の
性
格
を
再
検
討
し
た
。

ま
ず
義
持
は
、
武
家
第
で
恒
例
祈
禱
を
ほ
と
ん
ど
実
施
し
な
か
っ
た
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
。
ま
た
臨
時
祈
禱
で
も
多
く
の
場
合
、
准
大
法
・
小
法
と
い
う
小
規

模
の
修
法
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
義
持
が
治
世
を
一
貫
し
て
武
家
第
修
法

に
消
極
的
だ
っ
た
こ
と
は
、
義
満
・
義
教
期
と
は
異
な
る
独
自
の
特
徴
と
評
価
で

き
る
。
加
え
て
義
持
前
期
に
は
、
義
満
期
と
同
様
に
聖
護
院
道
意
が
修
法
の
阿
闍

梨
や
五
壇
法
の
中
壇
を
独
占
的
に
勤
め
た
の
に
対
し
、
応
永
二
十
七
年
の
道
意
失

脚
後
は
、
特
定
の
門
跡
に
偏
る
こ
と
な
く
武
家
護
持
僧
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
る

形
に
変
化
す
る
こ
と
も
指
摘
し
た
。
こ
れ
も
武
家
第
修
法
の
阿
闍
梨
を
聖
護
院
道

意
・
青
蓮
院
尊
道
の
両
名
に
集
中
さ
せ
た
義
満
期
と
の
相
違
点
と
い
え
よ
う
。

一
方
で
本
坊
祈
禱
は
、
護
摩
・
供
と
い
う
門
跡
側
の
負
担
の
少
な
い
形
式
が
用

い
ら
れ
て
お
り
、
人
選
も
武
家
護
持
僧
に
限
定
さ
れ
た
場
合
が
多
く
、
こ
こ
か
ら

も
祈
禱
規
模
の
縮
小
と
い
う
方
針
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
義
持
末

期
の
応
永
三
十
二
年
以
降
は
、
三
合
と
呼
ば
れ
る
厄
年
に
後
継
者
義
量
死
去
な
ど

が
重
な
っ
た
結
果
、
六
つ
の
門
跡
と
そ
の
門
下
へ
と
祈
禱
を
行
う
人
員
を
大
き
く

拡
大
さ
せ
て
い
く
。

第
二
章
で
は
、
義
持
期
武
家
祈
禱
に
お
け
る
三
宝
院
満
済
と
室
町
殿
近
習
の
役

割
を
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
三
宝
院
満
済
は
、
幕
府
と
門
跡
と
の
間
で
の
祈
禱

実
施
に
向
け
た
交
渉
に
介
在
す
る
、
内
々
の
祈
禱
奉
行
の
役
割
を
果
た
し
た
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
。
一
方
で
室
町
殿
近
習
は
、
義
持
と
満
済
と
の
間
を
取
り
次
ぐ

と
と
も
に
、
供
料
の
下
行
手
続
き
に
も
関
わ
っ
て
お
り
、
武
家
祈
禱
の
実
務
を
行

う
祈
禱
奉
行
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。

三
宝
院
満
済
が
義
持
期
に
幕
府
の
祈
禱
命
令
の
伝
達
に
関
与
し
た
こ
と
は
、
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
事
実
だ
が
、
先
行
研
究
で
は
義
満
期
の
先
例
を
踏
襲
し
た
も
の

と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
三
宝
院
の
内
々
の
祈
禱
奉
行
と
し
て
の
起
用
は
、

室
町
殿
家
司
・
家
礼
が
祈
禱
奉
行
を
勤
め
た
義
満
期
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、

む
し
ろ
南
北
朝
期
武
家
祈
禱
の
先
例
に
準
拠
し
た
も
の
だ
っ
た
と
強
調
し
て
お
き

た
い
。

さ
て
近
年
の
室
町
殿
研
究
で
は
、
義
持
の
政
治
的
姿
勢
に
関
す
る
議
論
が
進
展

し
て
い
る
。
従
来
義
持
は
反
義
満
的
な
傾
向
を
持
っ
た
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
こ

れ
に
対
し
近
年
で
は
、
義
持
は
義
満
期
の
先
例
を
全
否
定
し
た
の
で
は
な
く
、
義

満
期
の
諸
要
素
を
取
捨
選
択
し
て
継
承
し
た
と
の
見
方
が
受
容
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
（
７１
）。
特
に
最
近
で
は
、
義
持
は
義
満
期
の
う
ち
北
山
第
移
転
以
後
の
要
素
を

否
定
し
た
一
方
、
そ
れ
以
前
の
室
町
殿
時
代
の
先
例
を
踏
襲
す
る
方
針
を
取
っ
た

と
評
価
さ
れ
て
い
る
（
７２
）。

し
か
し
本
稿
の
検
討
を
踏
ま
え
れ
ば
、
義
持
が
武
家
祈
禱
に
お
い
て
室
町
殿
時

代
の
義
満
の
先
例
を
継
承
し
た
と
い
う
理
解
に
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。

ま
ず
義
満
期
武
家
祈
禱
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
の
は
、
そ
の
執
政
開
始
当
初
か

ら
武
家
祈
禱
の
大
規
模
化
と
恒
例
化
を
進
め
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
康

暦
二
年
を
起
点
と
し
て
六
月
恒
例
五
壇
法
が
成
立
し
た
の
に
加
え
、
室
町
第
で
は

大
法
が
積
極
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
明
徳
年
間
に
は
石
清
水
八
幡

宮
で
の
仁
王
経
大
法
も
恒
例
祈
禱
と
し
て
定
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
義
満
の
北
山
第
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移
転
後
に
は
、
恒
例
祈
禱
を
基
調
と
す
る
北
山
第
祈
禱
に
発
展
し
て
い
る
（
７３
）。

そ
れ
に
対
し
て
義
持
は
、
武
家
第
で
の
恒
例
祈
禱
を
ほ
ぼ
行
っ
て
お
ら
ず
、
六

月
恒
例
五
壇
法
も
廃
止
し
た
。
臨
時
祈
禱
と
し
て
行
わ
れ
た
武
家
第
修
法
で
も
、

大
法
で
は
な
く
准
大
法
や
小
法
と
い
う
小
規
模
な
祈
禱
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
石

清
水
八
幡
宮
に
お
け
る
恒
例
仁
王
経
大
法
も
、
応
永
十
五
年
を
最
後
と
し
て
、
小

法
や
護
摩
に
切
り
替
え
ら
れ
た
と
い
う
（
７４
）。
こ
う
し
た
事
例
を
参
照
す
る
と
、
義
持

が
武
家
祈
禱
に
お
い
て
否
定
し
た
の
は
、
室
町
殿
時
代
か
ら
の
義
満
の
先
例
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
義
持
は
、
室
町
殿
家
司
・
家
礼
を
祈
禱
奉
行
と
す
る
義
満
の
先
例
に
代
え

て
、
三
宝
院
満
済
を
改
め
て
起
用
し
て
い
る
。
義
満
が
室
町
殿
家
司
・
家
礼
を
祈

禱
奉
行
に
用
い
始
め
た
の
は
、
義
満
の
執
政
開
始
直
後
の
永
徳
・
至
徳
年
間
で
あ

り
、
こ
れ
も
室
町
殿
時
代
の
義
満
の
先
例
が
否
定
さ
れ
た
事
例
と
評
価
で
き
る
。

た
だ
し
義
持
は
、
室
町
殿
時
代
の
義
満
の
先
例
に
従
っ
て
、
武
家
護
持
僧
の
正

月
参
賀
に
式
日
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、
武
家
八
講
の
開
催
場
所
を
将
軍
家
菩
提

寺
に
戻
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
７５
）。
こ
の
よ
う
に
室
町
殿
時
代
の
義
満
期
に

準
拠
し
た
事
例
は
確
か
に
存
在
す
る
た
め
、
義
持
が
義
満
の
室
町
殿
時
代
の
先
例

を
す
べ
て
否
定
し
た
と
も
考
え
に
く
い
。

し
た
が
っ
て
義
持
期
武
家
祈
禱
に
は
、
義
満
期
の
う
ち
特
定
の
時
期
の
先
例
を

採
用
な
い
し
否
定
す
る
と
い
う
方
針
は
認
め
が
た
い
。
そ
も
そ
も
北
山
第
祈
禱
の

廃
止
は
、
義
満
期
に
一
貫
し
て
進
め
ら
れ
た
祈
禱
の
大
規
模
化
・
恒
例
化
を
放
棄

し
、
祈
禱
規
模
の
縮
小
を
志
向
す
る
義
持
の
意
図
に
出
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て

内
々
の
祈
禱
奉
行
と
し
て
の
三
宝
院
の
再
起
用
や
武
家
護
持
僧
の
重
視
も
、
武
家

祈
禱
の
規
模
縮
小
と
関
連
し
た
制
度
変
更
だ
っ
た
。
つ
ま
り
義
持
に
よ
る
武
家
祈

禱
の
変
更
は
、
室
町
殿
時
代
の
義
満
期
の
先
例
へ
の
依
拠
の
結
果
で
は
な
く
、
祈

禱
規
模
の
縮
小
と
い
う
目
的
に
沿
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

以
上
本
稿
で
は
、
義
持
期
武
家
祈
禱
に
つ
い
て
、
義
満
期
と
の
相
違
点
に
留
意

し
つ
つ
、
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
も
っ
と
も
武
家
祈
禱
に
お
け
る
義

持
期
の
位
置
付
け
を
論
じ
る
に
は
、
義
教
期
と
の
比
較
検
討
も
必
要
な
作
業
と
な

る
が
、
こ
こ
で
は
扱
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
義
教
期
以
降
の
武
家
祈
禱
の
考

察
は
今
後
の
課
題
と
し
て
、
本
稿
を
終
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

註（
１
）
永
村
眞
氏
は
、「
門
跡
」
の
語
義
に
は
、
�
法
流
、
�
門
弟
・
門
徒
、
�

院
家
・
院
主
、
�
貴
種
住
持
の
院
家
・
貴
種
の
院
主
が
あ
る
と
指
摘
す
る

（
同
「「
門
跡
」
と
門
跡
」（
大
隅
和
雄
編
『
中
世
の
仏
教
と
社
会
』
吉
川
弘

文
館
、
二
〇
〇
〇
年
））。
こ
の
う
ち
室
町
期
に
は
�
貴
種
の
院
家
・
院
主
の

用
法
が
一
般
的
だ
が
、
本
稿
で
は
行
論
上
、
貴
種
住
持
以
外
の
院
家
も
含
め

て
「
門
跡
」
と
呼
称
し
て
い
る
。

（
２
）
大
田
壮
一
郎
「
室
町
殿
の
宗
教
構
想
と
武
家
祈
禱
」（
同
『
室
町
幕
府
の

政
治
と
宗
教
』
塙
書
房
、
二
〇
一
四
年
、
初
出
二
〇
〇
四
年
）。

（
３
）
拙
稿
「
室
町
幕
府
に
お
け
る
武
家
祈
禱
体
制
の
確
立
過
程
」（『
史
学
雑

誌
』
一
三
〇
―
一
二
、
二
〇
二
一
年
）。
以
後
、「
前
稿
」
は
本
稿
を
指
し
て

用
い
る
。

（
４
）
村
尾
元
忠
「
足
利
義
持
の
神
仏
依
存
傾
向
」（
安
田
元
久
先
生
退
任
記
念

論
集
刊
行
委
員
会
編
『
中
世
日
本
の
諸
相
』
下
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九

年
）。

（
５
）
片
山
伸
「
室
町
幕
府
の
祈
禱
と
醍
醐
寺
三
宝
院
」（『
仏
教
史
学
研
究
』
三

一
、
一
九
八
八
年
）、
上
野
進
「
室
町
幕
府
の
顕
密
寺
院
政
策
」（『
仏
教
史

学
研
究
』
四
三
―
一
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
６
）
森
茂
暁
「
室
町
時
代
の
五
壇
法
と
護
持
僧
」（
同
『
中
世
日
本
の
政
治
と
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文
化
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
六
年
、
初
出
二
〇
〇
三
年
）。

（
７
）
大
田
壮
一
郎
「
足
利
義
持
政
権
と
祈
禱
」（
前
掲
注
（
２
）
著
書
、
初
出

二
〇
〇
九
年
）。

（
８
）
高
鳥
廉
「
室
町
期
の
臨
時
祈
祷
と
公
武
関
係
」（『
日
本
歴
史
』
八
四
七
、

二
〇
一
八
年
）。

（
９
）
大
田
前
掲
注
（
２
）
論
文
、
同
「
足
利
義
満
の
宗
教
空
間
」（
前
掲
注

（
２
）
著
書
、
初
出
二
〇
〇
七
年
）。

（
１０
）
大
田
前
掲
注
（
７
）
論
文
。

（
１１
）
片
山
前
掲
注
（
５
）
論
文
、
上
野
前
掲
注
（
５
）
論
文
。

（
１２
）
大
田
前
掲
注
（
７
）
論
文
。

（
１３
）
村
尾
前
掲
注
（
４
）
論
文
、
片
山
前
掲
注
（
５
）
論
文
、
森
茂
暁
「
赤
松

持
貞
小
考
」（
同
前
掲
注
（
６
）
著
者
、
二
〇
〇
六
年
、
初
出
二
〇
〇
一

年
）
な
ど
。

（
１４
）
北
山
第
祈
禱
に
つ
い
て
は
、
大
田
前
掲
注
（
２
）
論
文
及
び
前
掲
注

（
３
）
拙
稿
を
参
照
。

（
１５
）
大
田
前
掲
注
（
７
）
論
文
。

（
１６
）
本
稿
で
は
『
満
済
准
后
日
記
』
は
、
主
に
『
続
群
書
類
従
』
補
遺
一
所
収

の
『
満
済
准
后
日
記
』（
上
）
を
参
照
し
て
い
る
。
た
だ
し
【
史
料
１
】
に

つ
い
て
は
、
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（https://dl.ndl.go.

jp/info
:ndljp/pid/1286819?tocO

pened=1

）
所
収
の
画
像
デ
ー
タ
に

従
っ
て
修
正
を
加
え
た
。

（
１７
）
本
稿
で
、
特
に
室
町
殿
邸
宅
に
お
け
る
修
法
（
武
家
第
修
法
）
に
注
目
す

る
の
は
、
中
世
に
お
い
て
一
般
に
願
主
が
願
主
居
宅
に
お
け
る
祈
禱
を
重
視

し
た
こ
と
に
よ
る
。
一
例
と
し
て
『
建
内
記
』
正
長
元
年
六
月
十
七
日
条
を

取
り
上
げ
た
い
。
同
日
条
で
は
、
称
光
天
皇
の
病
状
が
悪
化
し
た
た
め
、
後

小
松
上
皇
は
内
裏
で
修
法
を
行
う
僧
侶
を
探
し
た
が
、
称
光
は
長
ら
く
生
死

の
境
に
あ
り
、
あ
え
て
引
き
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で

後
小
松
は
、
本
坊
で
修
法
を
行
わ
せ
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
し
か
し
称
光
は
、

「
内
裏
で
の
小
法
勤
修
は
、
門
跡
本
坊
で
の
大
法
実
施
に
勝
る
」
と
発
言
し
、

内
裏
で
の
修
法
実
施
を
希
望
し
た
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
称
光
は
、
本
坊
で
格

の
高
い
大
法
を
実
施
す
る
よ
り
も
、
格
で
は
劣
っ
て
も
内
裏
で
修
法
を
行
う

方
が
、
よ
り
効
果
を
期
待
で
き
る
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
読
み
取
れ
る
。

願
主
が
居
宅
で
の
修
法
実
施
を
求
め
た
の
は
、
願
主
自
身
が
自
宅
に
設
え
が

な
さ
れ
、
僧
侶
が
参
仕
す
る
の
を
見
て
、
祈
禱
の
声
や
物
音
を
聞
く
こ
と
が

で
き
た
た
め
だ
ろ
う
（
高
橋
千
恵
「
室
町
初
期
の
「
修
法
」」（
今
谷
明
・
高

埜
利
彦
編
『
中
近
世
の
宗
教
と
国
家
』
岩
田
書
院
、
一
九
九
八
年
））。
一
方

で
僧
侶
に
と
っ
て
も
願
主
居
宅
で
の
祈
禱
は
重
視
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
実

際
に
武
家
護
持
僧
や
門
跡
の
新
門
主
の
修
法
始
（
門
主
継
承
や
武
家
護
持
僧

補
任
に
際
し
て
、
室
町
殿
の
た
め
に
初
め
て
勤
修
す
る
修
法
）
は
、
必
ず
武

家
第
修
法
の
形
式
で
行
わ
れ
て
い
る
（【
表
１
】）。
武
家
祈
禱
へ
の
参
加
を

示
す
象
徴
的
な
場
と
し
て
、
武
家
第
が
選
ば
れ
た
こ
と
は
、
僧
侶
側
か
ら
も

武
家
第
修
法
が
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

（
１８
）
桃
崎
有
一
郎
「
足
利
義
持
の
室
町
殿
第
二
次
確
立
過
程
に
関
す
る
試
論
」

（『
歴
史
学
研
究
』
八
五
二
、
二
〇
〇
九
年
）、
吉
田
賢
司
『
足
利
義
持
』（
ミ

ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
七
年
）。

（
１９
）
大
田
前
掲
注
（
２
）
論
文
。

（
２０
）
『
看
聞
日
記
』
応
永
二
十
七
年
閏
正
月
二
十
七
日
・
二
月
一
日
条
、『
建
内

記
』
正
長
元
年
二
月
二
十
六
日
条
。

（
２１
）
細
川
武
稔
「
足
利
将
軍
家
護
持
僧
と
祈
禱
」（
同
『
京
都
の
寺
社
と
室
町

幕
府
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
、
初
出
二
〇
〇
三
年
）。
以
下
の
月
次

19



壇
所
祈
禱
の
記
述
も
細
川
氏
の
議
論
を
参
照
し
て
い
る
。

（
２２
）
満
済
が
月
次
壇
所
祈
禱
の
北
斗
法
を
醍
醐
寺
金
剛
輪
院
で
勤
め
た
の
は
、

『
満
済
』
応
永
二
十
六
年
三
月
十
一
日
条
を
初
見
と
し
て
、
同
三
十
年
七
月

七
日
条
、
同
三
十
二
年
二
月
一
日
条
、
同
三
十
四
年
二
月
十
二
日
条
、
同
三

十
五
年
二
月
二
十
五
日
条
。

（
２３
）
『
満
済
』
応
永
三
十
三
年
十
月
七
日
条
。

（
２４
）
「
室
町
殿
不
例
五
壇
法
記
」（「
醍
醐
寺
文
書
」
一
一
二
函
二
九
号
）。

（
２５
）
具
体
的
に
は
�
応
永
二
十
七
年
九
月
〜
十
月
と
、
�
同
三
十
四
年
三
月
、

�
同
三
十
五
年
正
月
の
三
回
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
�
応
永
三
十
五
年
の
場
合

は
、
本
格
的
な
祈
禱
の
始
ま
る
前
に
義
持
が
没
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ゆ
え

に
『
満
済
』
の
残
っ
て
い
な
い
応
永
十
五
〜
十
九
年
の
間
を
考
慮
し
て
も
、

同
様
の
事
例
は
あ
ま
り
多
く
な
い
と
み
ら
れ
る
。
な
お
上
記
の
三
事
例
で
は
、

大
規
模
な
祈
禱
実
施
に
伴
う
必
要
経
費
は
、
諸
大
名
が
共
同
で
支
出
す
る
形

（
い
わ
ゆ
る
守
護
出
銭
）
で
負
担
さ
れ
た
ら
し
い
（
�
は
前
掲
注
（
２４
）
史

料
、
�
は
『
満
済
』
応
永
三
十
四
年
三
月
九
日
条
、
�
は
『
満
済
』
応
永
三

十
五
年
正
月
十
六
日
条
）。
大
規
模
な
祈
禱
開
催
の
た
め
の
経
費
が
、
諸
大

名
か
ら
室
町
殿
へ
の
臨
時
的
な
贈
与
と
い
う
性
格
を
持
つ
守
護
出
銭
で
支
出

さ
れ
た
こ
と
は
、
逆
に
そ
う
し
た
事
例
が
か
な
り
例
外
的
な
も
の
だ
っ
た
こ

と
を
裏
付
け
る
。

（
２６
）
『
門
葉
記
』
巻
一
五
四
、
勤
行
法
二
「
御
修
法
条
々
」（『
大
正
新
修
大
蔵

経
』
図
像
部
十
二
）
を
参
照
。

（
２７
）
た
と
え
ば
『
満
済
』
応
永
三
十
三
年
正
月
十
七
日
条
で
は
、
義
持
の
三
合

歳
祈
禱
の
た
め
、
八
幡
御
本
地
供
と
愛
染
護
摩
の
実
施
を
命
じ
ら
れ
た
満
済

は
、「
数
壇
之
間
、
用
手
代
了
」
と
あ
る
よ
う
に
、
手
代
（
代
役
）
を
用
い

る
こ
と
に
し
て
い
る
。

（
２８
）
『
満
済
』
応
永
三
十
二
年
十
二
月
二
十
九
日
条
。
同
日
条
で
は
仁
和
寺
御

室
が
正
月
・
七
月
、
二
月
・
八
月
が
妙
法
院
、
三
月
・
九
月
が
聖
護
院
、
四

月
・
十
月
が
青
蓮
院
、
五
月
・
十
一
月
が
大
覚
寺
、
六
月
・
十
二
月
が
三
宝

院
の
当
番
月
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
三
月
に
は
聖
護
院
が
当
番
を
勤

め
て
お
り
、
六
月
・
十
二
月
は
三
宝
院
が
担
当
し
た
（『
満
済
』
同
三
月
一

日
条
、
六
月
十
三
・
晦
日
条
、
十
二
月
十
三
日
条
）。
こ
の
六
門
跡
祈
禱
に

つ
い
て
は
、
大
田
前
掲
注
（
２
）
論
文
を
参
照
。
ま
た
大
田
「
大
覚
寺
門
跡

と
室
町
幕
府
」（
前
掲
注
（
２
）
著
書
、
初
出
一
九
九
九
年
）
も
言
及
し
て

い
る
。

（
２９
）
『
満
済
』
応
永
三
十
三
年
正
月
十
七
日
条
。

（
３０
）
大
田
氏
は
、
後
醍
醐
天
皇
や
後
小
松
上
皇
が
重
厄
年
に
攘
災
の
た
め
年
間

を
通
し
て
祈
禱
を
行
わ
せ
た
こ
と
、
義
満
の
北
山
第
大
法
も
重
厄
年
の
祈
禱

と
し
て
始
ま
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、「
厄
年
の
祈
禱
は
貴
族
社
会
で
慣
習
的

に
行
わ
れ
て
い
た
」
と
す
る
（
同
前
掲
注
（
９
）
論
文
）。

（
３１
）
吉
田
前
掲
注
（
１８
）
著
書
。

（
３２
）
大
田
前
掲
注
（
７
）
論
文
、
吉
田
前
掲
注
（
１８
）
著
書
。

（
３３
）
大
田
前
掲
注
（
７
）
論
文
。

（
３４
）
大
田
前
掲
注
（
２
）
論
文
。

（
３５
）
大
田
前
掲
注
（
９
）
論
文
、
小
川
剛
生
『
足
利
義
満
』（
中
公
新
書
、
二

〇
一
二
年
）、
前
掲
注
（
３
）
拙
稿
。

（
３６
）
村
尾
前
掲
注
（
４
）
論
文
、
桜
井
英
治
『
破
産
者
た
ち
の
中
世
』（
山
川

出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
３７
）
た
と
え
ば
応
永
三
十
四
年
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
二
十
七
日
ま
で
行
わ
れ

た
五
壇
法
の
期
間
中
、
義
持
は
清
水
寺
に
参
籠
し
て
お
り
、
二
十
五
日
に
五

壇
法
阿
闍
梨
か
ら
御
加
持
を
受
け
た
と
き
以
外
は
、
三
条
坊
門
第
を
留
守
に
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し
て
い
る
（『
満
済
』
同
二
十
一
〜
二
十
七
日
条
）。

（
３８
）
以
下
の
五
壇
法
に
お
け
る
満
済
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
片
山
前
掲
注

（
５
）
論
文
、
上
野
前
掲
注
（
５
）
論
文
、
森
茂
暁
『
満
済
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

書
房
、
二
〇
〇
四
年
）
を
参
照
。
な
お
五
壇
法
以
外
の
修
法
に
お
け
る
満
済

の
活
動
は
、『
満
済
』
に
記
述
が
少
な
く
、
判
然
と
し
な
い
部
分
も
あ
る
が
、

た
と
え
ば
応
永
二
十
八
年
二
月
の
大
覚
寺
義
昭
の
修
法
始
の
際
に
は
、
満
済

が
義
持
に
伺
っ
た
上
で
、
開
催
の
日
程
や
脂
燭
殿
上
人
の
動
員
を
決
定
し
た
。

他
に
も
曼
殊
院
良
什
の
修
法
始
や
花
頂
定
助
の
武
家
護
持
僧
補
任
後
初
め
て

の
修
法
で
は
、
満
済
が
日
程
調
整
な
ど
を
担
当
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
三
条
坊

門
第
に
お
け
る
他
の
修
法
で
も
、
三
宝
院
満
済
が
内
々
の
祈
禱
奉
行
の
役
割

を
果
た
し
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。

（
３９
）
『
満
済
』
応
永
三
十
四
年
六
月
八
・
十
一
条
。

（
４０
）
『
満
済
』
応
永
二
十
二
年
七
月
六
日
条
。

（
４１
）
な
お
応
永
二
十
三
年
に
は
、
五
壇
法
で
中
壇
を
勤
め
る
聖
護
院
道
意
が
、

満
済
と
報
恩
院
隆
源
に
対
す
る
五
壇
法
参
加
命
令
を
伝
え
た
事
例
が
あ
る

（『
満
済
』
同
十
二
月
三
日
条
）。
た
だ
し
聖
護
院
に
よ
る
祈
禱
命
令
の
伝
達

は
こ
の
一
例
に
限
ら
れ
る
。

（
４２
）
『
醍
醐
寺
文
書
』
七
、
一
三
二
〇
―
七
・
八
・
九
・
十
一
。

（
４３
）
た
と
え
ば
『
満
済
』
応
永
三
十
二
年
十
一
月
六
日
条
で
は
、
満
済
は
地
震

祈
禱
を
行
う
こ
と
を
聖
護
院
な
ど
に
伝
達
し
た
が
、
七
・
八
日
条
で
は
諸
方

か
ら
の
祈
禱
の
尊
法
を
記
し
た
注
進
を
ま
と
め
て
義
持
に
披
露
し
て
お
り
、

義
持
か
ら
満
済
の
も
と
で
保
管
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
同
十

二
月
二
日
条
で
は
、
諸
方
か
ら
提
出
さ
れ
た
巻
数
を
赤
松
持
貞
に
渡
し
て
い

る
。

（
４４
）
『
醍
醐
寺
文
書
別
集
』
一
、
二
四
七
・
二
四
八
、
三
三
九
・
三
四
〇
、
三

九
〇
・
三
九
一
、
三
九
五
・
三
九
六
、
六
〇
九
・
六
一
〇
。

（
４５
）
伊
藤
喜
良
「
義
持
政
権
を
め
ぐ
っ
て
」（
同
『
日
本
中
世
の
王
権
と
権

威
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
三
年
、
初
出
一
九
七
三
年
）、
設
楽
薫
「
足
利

義
教
の
嗣
立
と
大
舘
氏
の
動
向
」（『
法
政
史
学
』
三
一
、
一
九
七
九
年
）、

山
家
浩
樹
「
申
次
の
奉
書
」（『
遥
か
な
る
中
世
』
八
、
一
九
八
七
年
）、
家

永
遵
嗣
「
足
利
義
教
初
期
に
お
け
る
将
軍
近
習
の
動
向
」（
同
『
室
町
幕
府

将
軍
権
力
の
研
究
』
東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
、
一
九
九
五
年
、
初
出
一

九
八
八
年
）、
青
山
英
夫
「
足
利
義
量
〈
御
方
衆
〉
考
」（『
上
智
史
学
』
三

三
、
一
九
八
八
年
）、
室
山
孝
「
近
習
富
樫
満
成
考
」（『
加
越
史
料
研
究
』

一
三
、
二
〇
〇
一
年
）、
森
前
掲
注
（
１３
）
論
文
、
小
林
保
夫
「
室
町
幕
府

将
軍
専
制
化
の
契
機
に
つ
い
て
」（
上
横
手
雅
敬
『
中
世
公
武
権
力
の
構
造

と
展
開
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
）、
坂
本
和
久
「
室
町
幕
府
政
所
執

事
伊
勢
貞
経
の
動
向
に
つ
い
て
」（『
七
隈
史
学
』
一
三
、
二
〇
一
一
年
）、

川
口
成
人
「
貞
清
流
畠
山
氏
の
基
礎
的
研
究
」（『
京
都
学
・
歴
彩
館
紀
要
』

三
、
二
〇
二
〇
年
）。

（
４６
）
村
尾
前
掲
注
（
４
）
論
文
。

（
４７
）
室
山
前
掲
注
（
４５
）
論
文
。

（
４８
）
山
家
前
掲
注
（
４５
）
論
文
、
室
山
前
掲
注
（
４５
）
論
文
。

（
４９
）
撫
物
と
は
、『
国
史
大
辞
典
』
に
、「
罪
・
穢
な
ど
を
除
去
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
る
具
」
と
あ
り
、
願
主
か
ら
提
出
さ
れ
て
祈
禱
で
災
い
を
は
ら
う
た

め
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
森
氏
に
よ
れ
ば
、
帯
・
衣
・
鏡
が
用

い
ら
れ
、
使
用
限
度
に
達
す
る
と
新
調
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
と
い
う
（
同
前

掲
注
（
１３
）
論
文
、
七
四
頁
注
（
２５
）
参
照
）。

（
５０
）
『
満
済
』
応
永
二
十
三
年
十
月
十
六
・
十
九
・
二
十
六
日
条
。

（
５１
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
デ
ー
タ
ベ
ー
スH

i-CA
T
Plus

所
収
「
醍
醐
寺
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文
書
」
第
一
一
〇
函
（
請
求
記
号：

m
icro

―
二
八
〇
〇
）、
五
三
・
五
四

頁
を
同
所PC

に
て
閲
覧
）。

（
５２
）
前
掲
注
（
３
）
拙
稿
。

（
５３
）
『
大
日
本
史
料
』
第
七
編
之
二
十
五
、
応
永
二
十
三
年
十
一
月
十
四
日
条
。

（
５４
）
家
永
前
掲
注
（
４５
）
論
文
。

（
５５
）
森
前
掲
注
（
１３
）
論
文
。
な
お
同
氏
は
、
持
貞
の
職
務
内
容
に
つ
い
て
、

他
に
も
六
条
八
幡
宮
年
始
神
馬
の
引
進
、
寺
家
・
室
町
殿
間
の
連
絡
調
整
も

指
摘
し
て
い
る
。

（
５６
）
公
方
御
倉
に
つ
い
て
は
、
桑
山
浩
然
「
納
銭
方
・
公
方
御
倉
の
機
能
と
成

立
」（
同
『
室
町
幕
府
の
政
治
と
経
済
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
、
初

出
一
九
六
四
年
）、
下
坂
守
「
中
世
土
倉
論
」（
同
『
中
世
寺
院
社
会
の
研

究
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
一
年
、
初
出
一
九
七
八
年
）、
桜
井
英
治
「「
御

物
」
の
経
済
」（
同
『
交
換
・
権
力
・
文
化
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
七
年
、

初
出
二
〇
〇
二
年
）
を
参
照
。
な
お
森
茂
暁
氏
は
、『
醍
醐
寺
文
書
』
に
残

る
祈
禱
供
料
の
支
出
を
公
方
御
倉
に
命
じ
た
伊
勢
貞
国
・
赤
松
満
政
連
署
の

書
下
に
注
目
し
て
、
義
教
は
、
国
家
祈
禱
の
経
費
を
幕
府
財
政
か
ら
支
出
さ

せ
る
と
き
、
政
所
執
事
伊
勢
貞
国
と
将
軍
近
習
赤
松
満
政
を
通
し
て
こ
れ
を

行
わ
せ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
（
同
「
室
町
前
期
の
国
家
祈
禱
と
幕
府
財
政
」

（『
福
岡
大
学
人
文
論
叢
』
四
二
―
二
、
二
〇
一
〇
年
））。
義
持
期
の
赤
松
持

貞
が
ど
の
よ
う
な
形
で
供
料
支
出
を
公
方
御
倉
に
命
じ
た
か
は
不
明
だ
が
、

持
貞
一
人
な
い
し
伊
勢
貞
経
と
の
連
署
の
書
下
（「
下
書
」
の
役
割
を
果
た

す
）
が
用
い
ら
れ
た
可
能
性
は
想
定
で
き
る
。

（
５７
）
室
山
前
掲
注
（
４５
）
論
文
。

（
５８
）
坂
本
前
掲
注
（
４５
）
論
文
。

（
５９
）
『
満
済
』
応
永
三
十
四
年
三
月
二
日
条
、
六
月
十
四
日
条
、
同
三
十
五
年

正
月
二
十
日
条
。

（
６０
）
宮
崎
隆
旨
「
室
町
初
期
に
お
け
る
伊
勢
氏
の
動
向
」（『
史
泉
』
五
〇
、
一

九
七
五
年
）、
山
家
浩
樹
「
室
町
幕
府
政
所
と
伊
勢
貞
継
」（『
室
町
時
代
研

究
』
一
、
二
〇
〇
二
年
）。

（
６１
）
森
前
掲
注
（
１３
）
論
文
。
同
論
文
七
八
頁
の
【
追
記
１
】
に
よ
れ
ば
、
山

家
氏
も
赤
松
持
貞
の
神
馬
奉
献
は
、
御
所
奉
行
の
職
掌
と
関
連
す
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。

（
６２
）
『
兼
宣
公
記
』
応
永
三
十
二
年
七
月
二
十
二
日
条
。

（
６３
）
家
永
遵
嗣
「
足
利
義
満
と
伝
奏
と
の
関
係
の
再
検
討
」（『
古
文
書
研
究
』

四
一
・
四
二
、
一
九
九
五
年
）、
桃
崎
有
一
郎
「
足
利
義
満
の
公
家
社
会
支

配
と
「
公
方
様
」
の
誕
生
」（『Zeam

i

』
四
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
６４
）
『
兼
宣
公
記
』
応
永
三
十
一
年
四
月
十
六
日
条
、『
薩
戒
記
』
応
永
三
十
二

年
三
月
二
十
三
日
条
。

（
６５
）
『
満
済
』
応
永
二
十
八
年
二
月
六
日
条
。

（
６６
）
前
掲
注
（
３
）
拙
稿
。

（
６７
）
富
田
正
弘
「
室
町
時
代
に
お
け
る
祈
禱
と
公
武
統
一
政
権
」（
日
本
史
研

究
会
史
料
研
究
部
会
編
『
中
世
日
本
の
歴
史
像
』
創
元
社
、
一
九
七
八
年
）、

同
「
室
町
殿
と
天
皇
」（
久
留
島
典
子
・
榎
原
雅
治
編
『
展
望
日
本
歴
史
十

一
室
町
の
社
会
』
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
六
年
、
初
出
一
九
八
九
年
）。

（
６８
）
前
掲
注
（
３
）
拙
稿
。

（
６９
）
た
と
え
ば
応
永
二
十
八
年
三
月
の
満
済
に
よ
る
仏
眼
法
（
准
大
法
）、
同

三
十
二
年
十
月
の
宝
池
院
義
賢
に
よ
る
北
斗
法
（
小
法
）
は
、「
今
暁
結

願
」
と
あ
る
（『
満
済
』
応
永
二
十
八
年
三
月
十
六
日
条
、
同
三
十
二
年
十

月
二
十
一
日
条
）。
同
二
十
九
年
十
二
月
の
五
壇
法
で
は
、
着
座
公
卿
が
省

略
さ
れ
て
お
り
、
結
願
は
「
今
暁
結
願
」
と
な
っ
て
い
る
（『
看
聞
日
記
』
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同
十
二
月
二
十
三
日
条
、『
満
済
』
同
二
十
九
日
条
）。
な
お
結
願
作
法
の
省

略
は
、
義
持
の
家
督
継
承
直
後
に
行
わ
れ
た
北
山
第
大
法
の
時
点
で
す
で
に

確
認
さ
れ
る
（
大
田
前
掲
注
（
７
）
論
文
）。

（
７０
）
応
永
三
十
四
年
三
月
の
満
済
に
よ
る
不
動
小
法
で
は
、「
小
法
之
間
脂
燭

殿
上
人
略
之
」
と
あ
り
、
小
法
の
場
合
に
は
脂
燭
殿
上
人
す
ら
省
略
さ
れ
る

こ
と
も
あ
っ
た
（『
満
済
』
同
四
月
三
日
条
）。

（
７１
）
桜
井
英
治
『
室
町
人
の
精
神
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
九
年
、
原

著
二
〇
〇
一
年
）。

（
７２
）
大
田
前
掲
注
（
７
）
論
文
、
桃
崎
前
掲
注
（
１８
）
論
文
。

（
７３
）
大
田
前
掲
注
（
２
）
論
文
、
前
掲
注
（
３
）
拙
稿
。

（
７４
）
「
八
幡
宮
愛
染
王
法
雑
記
」（『
大
日
本
史
料
』
第
七
編
之
二
十
五
、
応
永

二
十
三
年
十
一
月
十
四
日
条
）、
二
八
九
頁
。

（
７５
）
大
田
前
掲
注
（
２
）
論
文
、
同
前
掲
注
（
７
）
論
文
。

【
付
記
１
】
本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
の
交
付
を
受

け
た
「「
室
町
殿
政
権
」
に
お
け
る
伝
奏
の
役
割
と
そ
の
変
容
」（
課
題
番
号

19
J22684

）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

【
付
記
２
】
本
稿
の
一
部
は
、
歴
史
学
研
究
会
日
本
中
世
史
部
会
二
〇
二
〇
年
度

十
一
月
例
会
で
の
研
究
報
告
を
元
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
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